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 第２章 ベトナム 

-コメ輸出大国の動向とその背景としての農村社会- 

 

岡江 恭史  

  

はじめに 

 

 ベトナムはかつて旧ソ連型中央計画経済体制下にあったが 1980 年代から経済自由化・対

外開放政策（いわゆるドイモイ政策）を採用したことによってその後高い経済成長率を示

し，2007 年１月には WTO（世界貿易機関）の 150 番目の加盟国となった。ベトナムは現

在，安い人件費・高い教育水準・若い人口構成・良好な対日感情などから日本にとっても

有望な投資先として注目を浴びている。またベトナム側からもアセアンの枠組み以外で最

初のFTA（自由貿易協定）対象国として日本を選ぶ（2009年 10月に日越経済連携協定 JVEPA

発効）など日本を重視する姿勢を示している。  

農林水産分野では，コメの一大輸出国であり 2012 年は過去最高の輸出量を達成して長年

世界最大の輸出国であったタイを抜いた。今後とも世界市場においても日本市場において

も重要な位置を占めるものと思われる。 

本論に入る前に，ベトナムの行政区分と自然環境を第１図に示す。地方行政組織として

は 63 の省及び省と同格の中央直轄市（首都ハノイ・ハイフォン市・ダナン市・ホーチミン

市・カントー市）が存在する(1)が，複数の省をまとめて，「紅河デルタ」「北部山岳地域」

「沿岸地域」「中部高原」「東南部」「メコンデルタ」という地域区分も用いられる。紅河デ

ルタはベトナム国家発祥の地であり，ベトナムの王朝はここを拠点に山岳地域や南部へ支

配を広げて行った。農業では，コメ・野菜・養豚などの主産地である。北部山岳地域は林

地が約６割と全国で最も多くの割合を占め，農地の割合は最も少ない。また民族的にはタ

イ系の少数民族の居住地である。南北両デルタを結ぶ沿岸地域は農地として利用可能な土

地が南シナ海に面した地域に限られている。特に台風常襲地帯である沿岸地域北部は国内

でも最貧困地帯である。中部高原地域は元来少数民族の居住地であったが，特に南北統一

後に人口過密な北部（特に紅河デルタ）からの移民によってコーヒー等の生産地として開

拓された。ベトナム最大の商業都市ホーチミン市（旧南ベトナム首都サイゴン）周辺の東

南部は近年外国投資が盛んで工業やサーヴィス業などが急速に発展しているが，農業分野

でも近年コショウ栽培が盛んに行われている。メコンデルタは，コメ・水産養殖・果樹等

の主産地である。 

本章の構成は以下の通りである。まず「１．歴史編」において，ベトナムの市場移行の

特徴と農村社会の特徴をまとめる。「２．現状編」において，ベトナムの稲作の概要と関連

する政策を紹介し，生産制約要因についても考察する。「３．事例分析編」において，筆者

自身のハイズオン省における調査を紹介して，農家経済・農地問題について考察する。 
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第１図 ベトナムの地域区分 
資料：寺本・坂田(2009)のベトナム地図に筆者が加筆． 

注．下線が省と同格の中央直轄市． 

紅河デルタ 11.ヴィンフック省 

14.首都ハノイ 15.バクニン省 17.クアンニン省 

18.ハイフォン市 19.ハイズオン省  

20.フンイエン省 22.ハナム省 23.タイビン省 
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１．歴史編－ベトナムの市場移行と農村社会－ 

 

（１） 市場移行論とベトナム 

 

 20 世紀における世界最大の出来事の一つが，ロシアから始まった社会主義統制経済体制

の成立とその崩壊であることに異議を唱える者は少ないであろう。20 世紀末に共産党支配

体制が崩壊した旧ソ連・東欧に比べて，中国・ベトナム・ラオスは 21 世紀初頭の現在でも

共産党一党支配の政治体制を堅持している。しかしこれらの国々も経済体制に関しては，

同じく 20 世紀末から大きく市場経済化へと舵を切り，現在では旧ソ連型の統制経済体制と

は大きく異なったものになっている。 

このような（旧）社会主義国の市場移行を分析する枠組みを考えるために，まずショッ

ク療法（shock therapy）と漸進主義（gradualism）という二つの移行戦略に関する議論を整

理する。ショック療法とは新古典派経済学に則った市場原理主義的な急激な体制移行戦略

であり，一般には東独，ポーランド，ブルガリア，ルーマニア，チェコスロバキア，ロシ

ア，モンゴルが導入を行った代表的な国であるとされる。IMF や世界銀行が途上国や旧社

会主義国に推し進めたこの移行戦略は，これらの機関の所在地から一般に「ワシントン・

コンセンサス」と呼ばれている。具体的には，①財政規律強化②公共支出の優先順位③租

税改革④金融の自由化⑤為替レートの一本化⑥貿易の自由化⑦海外直接投資の参入障壁撤

廃⑧国営企業の民営化⑨経済活動の規制緩和⑩所有権の確保の 10 項目(Williamson 1994)に

おける全面的な改革によって価格メカニズムを機能させる戦略である。これに対して徐々

に市場経済化を進める漸進主義を採用した代表的な国は中国である。ショック療法採用国

は，その後ほぼ一様にマイナス成長（特にロシアでは政治混乱も）に悩まされたのに対し

て，漸進主義を採用した中国は経済の安定と経済成長を両立した(中兼 2010)。 

  上記の議論の中でベトナムは一般的に中国と同じ漸進主義に分類されることが多い。し

かし，ベトナムは 1989 年には当時もっとも大きな問題であったハイパーインフレーション

の解決のため，ショック療法的な一連の政策が取られた。具体的には，①預金金利をイン

フレ率以上に上げて実質金利を正の水準に保つ，②国営企業の赤字補填政策の中止，財政

赤字の貨幣増刷による埋め合わせ中止，③配給制度の完全な廃止，④為替レートを調整し

て闇レートと公定レートを同水準にする，の四つの政策が講じられた。この改革について

世界銀行の報告書では，「ベトナムの大胆な改革」は中国よりも東欧諸国に近い(World Bank 

1996)と評している。それにも関わらずベトナムが漸進主義に分類されることが多いのは，

中国と同様に共産党支配体制を維持しているからであろう。つまり，「移行」を論じるとき

に経済的な面だけに限定する場合と政治的な問題も含む場合があることが議論を混乱させ

ている。逆に共産党支配体制を終わらせた国でも，ハンガリーやウズベキスタンのように

経済的な移行は比較的漸進主義的な路線を歩んだ国もある（第１表参照）。 
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第１表 経済と政治の市場移行戦略ごとの各国分類 

 市場移行の経済政策 

ショック療法 漸進主義 

 

政治体制

の移行 

 

共産党体制崩壊 

東ドイツ，ポーランド，ブルガリア， 

ルーマニア，チェコスロバキア， 

ロシア，モンゴル 

ハンガリー， 

ウズベキスタン 

共産党体制維持 ベトナム注 中国 

出典：筆者作成． 

注．ただし後述のように，ベトナムは農業の脱集団化に際しては漸進主義的だった. 

 

 

 むしろベトナムの事例は共産党支配体制下で（つまり政治的な移行なしに），経済的には

ショック療法的な移行を成し遂げた希有な例として，その市場移行を検討する価値がある。

上記のような議論を踏まえて，次項からはベトナムの市場移行の過程を中国との違いに留

意しつつ検討し，ショック療法的な改革を導入したにもかかわらず共産党支配体制を維持

できた理由として，農村社会の存在を指摘する。 

 

（２）市場移行の過程 

 

１）移行前の体制 

1945 年８月，日本軍の降伏によって生じた軍事的空白という千載一遇の独立の好機を利

用して，仏領インドシナでは共産主義者を中心とするベトミン（ベトナム独立同盟）が蜂

起し権力を奪取した（８月革命）。翌月２日にハノイでベトナム民主共和国の樹立が宣言さ

れるが，ベトナムの独立を認めないフランスとの間で戦争が行われた。ディエンビエンフ

ーの戦いでベトミン軍がフランス軍を破ると，フランスは北ベトナム撤退を余儀なくされ

ることになる。一方南部ではフランスの再占領が成功し，1949 年に阮朝最後の皇帝バオダ

イによる親仏政権（ベトナム国）が樹立された。結局 1954 年７月のジュネーブ停戦協定に

よって，フランス軍の撤退と２年後の南北統一選挙の実施が合意された。当協定によって

一時の平和を得た共産政権は，北部において土地を地主から強制的に安価で買い上げて貧

農に分配する土地改革を実施した。土地改革によって一人あたり土地面積はほぼ平準化し，

食料生産も増大した。 

 1949 年の中国における共産政権の誕生（中華人民共和国成立）と翌年の朝鮮戦争によっ

て，アメリカは「共産主義封じ込め」を世界戦略として，ベトナムにおいても共産政権を

敵視することになった。1955 年，アメリカの後ろ盾を得た南ベトナム（ベトナム国）首相

ゴ・ディン・ジェムはバオダイ帝を廃位して自らが大統領となり（ベトナム共和国成立），

ジュネーブ停戦協定によって実施が予定されていた南北統一選挙を拒否して共産政権との

対決を深めた。東西冷戦構造の中で東側陣営の一員としての立場を鮮明にせざるを得なく

なった北ベトナムでは，ソ連や中国における農業集団化にならって 1958 年から初級農業生
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産合作社（以下「初級合作社」）が組織され，農業集団化が始まった（白石 1993）。 

ソ連で始められた急速な重化学工業化は，農民に工業製品を高く売り，農産物を安く買

い上げることによって農業余剰を国家が吸引すること（社会主義的原資蓄積）によって行

われた。このような非等価交換は市場によっては行えないため，農村部では国家権力によ

る強制的な農業集団化を行う一方，都市生活者には食糧などの生活必需品を低価格で供給

する配給制度を整備した（ラヴィーニュ 2001）。その他の社会主義国の多くもこのような

ソ連型開発モデルにそった開発戦略をとり，ベトナムもそれを目指したが，ベトナム戦争

のために人的資本を使い果して工業化は不十分なままだった。また冷戦構造の一環として

のベトナム戦争を戦っていたために東側諸国から莫大な援助が与えられ，自国で工業化す

る必要も薄かった。この時代の経済体制を理解するために，農業集団化と配給制について

以下に解説する。 

農業集団化については，1959 年４月の第 16 回ベトナム労働党（北ベトナムの支配政党）

中央会議によって合作社の高級化が決定された。この後，初級合作社の多くが高級合作社

に移行した。初級合作社は集落単位に生産労働を集団化したが，土地は各農民が所有して

いた。高級合作社は初級合作社よりさらに集団化を進めたもので，土地の共有化が行われ，

一合作社の管轄範囲も集落から自然村へと広がった。各農民は合作社の下部組織である生

産隊に所属した。生産隊は合作社から生産量・労働点数・生産費の３項目について経営を

請け負い（三請負制），所属の農民との間に作業契約を結んだ。各農民は作業ごとの労働点

数に応じて報酬を受けることになっていた。1960 年末には北部での合作社化が完了し，

40,422 の合作社が誕生した。その結果農業生産性は低下したが，第一次５カ年計画（1961

～65 年）において農業集団化がさらに強力に推進され，1961 年には高級合作社の数が 8,403

（全合作社の 33.8％）だったのが，1967 年には 18,560（全合作社の 76.7％）になった（Nguyen 

Sinh Cuc 1995）。 

農業生産の面でマイナスであり工業化する必要も薄かったにもかかわわらず 1960 年代

に無理に農業集団化が強行されたのは，ベトナム戦争のために戦場へ兵士を拠出し銃後の

家族の生活を保障するための装置として合作社が必要とされたこともある。また農民の側

からみても，集団農業生産は生産のインセンティヴを欠くものであっても，「戦争に勝つ」

という社会的合意が存在し戦時体制の負担は皆が公平に分かち合うべきだという考えが共

有される中では合理的なものであった。このような戦時下の経済のあり方を古田元夫は「貧

しさを分かちあう社会主義」と読んでいる（古田 2009）。北ベトナムでは 1965 年時点です

でに全農家の 90.1％が農業合作社に参加していた（うち初級 25.1%, 高級合作社 65.0%）が，

これが 75 年には 95.6%（初級 2.5%, 高級 93.1%）にまで達し，ほとんどの農家が集団化（し

かも高級合作社化）した（白石 1993）。 

ベトナムでは配給制度はバオカップと呼ばれ，ベトナムにおける社会主義経済建設事業

の根幹をなすものであった。農民は農業税に加えて，上記の農業合作社を通じて安価に農

産物を譲り渡し（強制買い上げ），その対価として農業生産に必要な投入材（肥料，農機具，

セメント，ガソリン等）や生活必需品の供給を受けた。国家・党幹部，公務員，軍人，国
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営企業労働者，そしてこれらの職業に就いていた年金生活者には，国家から配給切符が支

給された。配給対象は開始当初（1955 年）にはコメと布だけであったが，65 年には 26 品

目にまで拡大し，ほとんど生活に必要なものすべてが配給対象となった。しかしベトナム

では工業生産が不振であったため農民に必要な物資を供給できず，農民は国家に対する食

糧売却に消極的になるという問題があった（中臣 2002）。 

このようなバオカップ制度に内在する矛盾は，ベトナム戦争後に東側諸国からの援助が

落ち込み，また「戦争に勝つ」という社会的合意がなくなるにつれて，深刻化することに

なる（古田 2009）。 

 

２）ドイモイへの道 

 ベトナム戦争は 1975 年に北ベトナムが南ベトナムを占領・吸収するという形で終結し，

翌 76 年に統一ベトナム（ベトナム社会主義共和国）が発足した。1976 年末に開催された

ベトナム共産党第４回大会（当大会でベトナム労働党から改称）では，引き続き重工業中

心のソ連型開発モデルに沿った開発戦略が決定され，北部で行われていた統制経済・集団

農業生産体制を南部にも強いた。その結果，農民が合作社やその前段階の生産集団に加入

する前に自らの農機具や水牛を売り，果樹を切り倒し土地を捨てる事例が相次いだ 

（Nguyen Sinh Cuc 1995）。また価格面においても北部と同様に政府の買い上げ価格を適用

したが，その価格が低すぎたため農民が農産物を政府に売らずに闇市場（自由市場）に売

ったため，1970 年代末には南部最大の都市ホーチミン市（旧南ベトナム首都サイゴン市。

第１図の 50）の市民は飢餓状態になった。このような経済的窮状を打開するために南部各

地方省政府は中央政府の命令に反して指令価格（政府の公定買い上げ価格）以上の買い上

げを行った。これらの地方政府の非公式の実験が，農民・市民の生活改善，生産増加，国

家への納入増加といった成果を強力に示したため，中央レベルでも 1979 年８月にベトナム

共産党第４期第６回中央委員会総会が第６回決議を出し，計画外の市場（自由市場）を承

認するようになった（トラン 2010）。この改革は「新経済政策」と呼ばれたことからわか

るようにレーニンのネップ(2)にならった，経済的危機を脱するための一時的なものであっ

たが，これが後のドイモイにつながる経済改革の第一歩となった（三尾 1988）。 

 さらに 1981 年１月の「農業合作社における請負活動の改善と『労働者グループと労働者

に対する生産請負』の拡大に関する共産党中央書記局 100 号指示」（DCSVN1981）によっ

て生産請負制が中央レベルで正式に認められた。同指示下の稲作作業では，田植え・日常

の世話・収穫などの「手工業的な方法」でおこなわれている作業を農民個人に請け負わせ，

化学肥料の管理と分配，病害虫駆除・発生予察などの作業は合作社の指導のもと集団労働

で行う方が望ましいとしている。同指示はあくまで合作社の計画の範囲内で一部作業を農

家世帯に請け負わせており集団農業体制には変更がないとして改革反対派を押さえ込んで

出されたものだった（古田 2009）。この改革は農家の意欲を刺激し，多くの農家（当時の

調査で８割方）が請け負いを完遂した上にさらに 5～20％の余剰生産をなした。 

フランスおよびアメリカ「帝国主義」から祖国を「解放」したことを統治の正統性とし
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ているベトナム共産党にとって，資本主義への転向と批判されうる統制経済体制の改革に

は，理論武装が必要であった。1982 年の第５回ベトナム共産党大会において，「半封建的

植民地社会」から解放されたばかりのベトナムは「農業的・小規模生産の社会」であり，

資本主義を経過せず直接に社会主義社会を建設すべきだが，そこに至るまでの「過渡期」

の前期においては食料品・消費財・輸出品の増加を目的とする発展戦略を取るのが適切で

ある，と主張された。消費財の一部と輸出品の大部分の原材料は農産品であり，そのため

に農業の発展を最重要課題としたのである（トラン 2003）。 

1985 年６月の第５期第８回中央委員会総会は配給（バオカップ）制度の廃止という面で

画期的であったが，このことがベトナム経済を混乱に陥れることになった。バオカップ制

度では国家が農民に供与する投入財と農民が生産する農産物が市場を介さずに交換されて

いた。配給制度が廃止された結果，国営企業も国家の指示ではなくコスト計算に基づき価

格決定を行うようになるが，コスト削減努力のないまま大幅に上昇した労賃をコストに含

めたため，製品の大幅な値上がりにつながった。これは当然農民に供与される投入材の値

上がり，さらには食糧の販売価格の上昇もつながった。なおベトナム戦争中は東側諸国か

らの援助によって財政赤字を埋め合わせていたが，戦争が終了してそれもできなくなった

ため財政赤字を貨幣の増刷によって埋め合わせた。さらに 85 年９月には物価上昇による通

過不足を補うため旧 10 ドンを新１ドンに交換する通貨改革（デノミ）を行ったが，政府が

十分な新通貨を用意できなかったため，ドンに対する信認がさらに喪失した。このような

複合的な要素から，物価上昇のサイクルが急激なスピードで起こり，ハイパーインフレー

ションを招いたところで 1986 年の第６回党大会を迎える。中臣久は，1985 年改革は直接

的には経済の破綻をもたらしたが，単一市場・単一価格の形成を促すことになり，ベトナ

ムの市場移行においてきわめて重要な過程であったとみている（中臣 2002）。 

1986 年の第６回党大会は以下の点で画期的であった。第１に，社会主義への過渡期が「比

較的長期の歴史的時期」であると確定された。第２に，従来の統制経済システムを抜本的

に変革する姿勢を明示し，社会主義セクター内であっても，市場原理を基軸とする生産単

位ごとの独立経営方式へと転換されることとなった。第３に，長期にわたって非社会主義

セクターの存続を認め，それらを積極的に活用することが明示された。これらの政策は「ド

イモイ」政策と呼ばれ今日までの市場経済化路線を決定づけたといわれる。ドイモイ政策

は新経済政策の延長線上にあるものだが，新経済政策が当座の経済的危機を脱するための

一時的なものであったのに対し，ドイモイはそれを長期的に継続しさらに深めることにな

ったのである。 

 しかし農業面では合作社による集団生産管理が依然として残り，生産物のうち実質的に

農家の手元に残るのがわずか 20％であったことから，100 号指示に伴うコメ生産増は 87

年で頭打ちになり，88 年には生産が大幅に落ち込んだ。特に北部では落ち込みが甚だしく，

81 年以来最低の水準に達した。同じ頃南部でも集団化に伴う土地紛争が多発し，全国的な

農業・食糧危機に陥った。この危機へ対処するために，1988 年４月５日に共産党政治局第

10 号決議（DCSVN(1988)）が発布された。10 号決議は，農家による水牛・牛や農機具の
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所有を認めた。多くの合作社では生産段階のうち二つのこと（水利および病害虫発生予察）

だけに責任を負い，他は農家世帯に任せることになった。また農家は税金と合作社基金（組

合費）を支払ったのちには，請負地からの生産物に関しては自由に処分する権利を与えら

れた。この結果，生産物のうち実質的に農家の手元に残るのが 40％と倍増し，これまで以

上に農家の生産意欲を刺激し（Nguyen Sinh Cuc(1995)），翌年からはコメの輸出国に転じた。 

 前述のように 1989 年には，当時もっとも大きな問題であったハイパーインフレーション

の解決のため，ショック療法的な一連の政策（価格自由化や国有企業改革，金利引き上げ

等）が取られた結果，インフレは 1989～91 年に沈静化し，92 年からは完全に克服された

（トラン 2010）。ノートンはこの価格全面自由化政策を「小さなビッグバン」（“small bang”）

と呼び，ベトナムの体制移行の特徴としてハイパーインフレ－ションの克服がその発端で

あり，改革によってインフレが沈静化したことをあげた。これに対して中国では改革によ

って権限の委譲された地方において投資ブームが起きたため，逆に改革後にインフレ気味

になり，その後は拡大と引き締めのサイクルが繰り返すことになったと指摘した（Naughton 

1996）。第２図は統一ベトナム発足後の 1976 年から 89 年までの物価上昇率を示したもので

ある。1985 年の配給制度廃止以降起こったハイパーインフレーションが，ショック療法が

採用された 89 年から収束に向かったことがわかる。特に 86 年以降の食料品（Foodgrain and 

Foodstuff）の上昇率が高く国民生活を直撃したことがわかる。   
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第２図 ベトナムの物価上昇（％（対前年比））（1976～89 年） 
資料：World Bank 1990． 
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そしてインフレが沈静化する中で開催された第７回ベトナム共産党大会（91 年）ではさ

らにドイモイ路線を推し進め，私有制を含む多様な所有形態が積極的に認められるように

なった。そして 92 年に採択された新しい憲法でも，多様な所有制を含めたドイモイ政策の

実施がもりこまれた（トラン 2003）。農業面では，1993 年の土地法改正によって，土地の

使用権を交換・譲渡・賃貸・相続・抵当する権利が農家個人世帯に新たに与えられた 

（Nguyen Sinh Cuc 1995）。このように農業経営の決定権が農業合作社から徐々に農家個人

世帯へ委譲され農業生産における合作社の役割は著しく縮小し，その多くが解体すること

になった。その総数は，1990 年代前半には 85 年頃の半分以下に激減することになった（ト

ラン 2010）。ベトナム政府は，ソ連型集団農場モデルに代わる新しい位置づけを合作社に

求めるようになり，それが 1996 年の合作社法設定につながった。同法によって，合作社は

かつての集団農業生産の執行機関から市場経済下の協同組合へとその法的位置づけが根本

的に転換した。 

 

３）ドイモイの特徴 

1980 年代から始めた一連の大胆な経済改革によって経済を安定させ高度成長を持続的

にもたらしたベトナムを移行経済の成功例として評価した世界銀行の世界開発報告が出さ

れたのが 1996 年である（World Bank1996）。上記報告書が出された正にその年に開かれた

第８回党大会で採択された「1996～2000 年経済開発戦略」では，2020 年までの工業国入り

という具体的な目標を示して工業化を一層推進するとともに，農林水産業に対して政府予

算からの重点的な投資が行われることが決定(3)した。また農村地域に近代工業を振興させ

るとともに，交通・通信・医療・住宅等のインフラ整備も進めることも決定した。またこ

れまで重点的な経済開発地域に選ばれなかった地方都市においても中小規模の工業団地の

建設を推進することが決定した。当大会で採択された方針に関して竹内郁雄は，「（１）さ

らなる高度成長への志向」「（２）雇用促進と各地域の均等開発」という二つの特徴が現れ

ていると指摘している（竹内 1997）。竹内の指摘する（１）とは「市場経済化・対外開放」

であり（２）は「社会的公正の実現」であると言い換えることもできよう。続く 2001 年の

第９回党大会では，この二つの実現をめざすドイモイ政策について「社会主義志向の市場

経済」という新たな文言で説明するようになった。 

農業は工業とは異なり生産する地域の条件に大きく左右される。さらに主食であるコメ

が同時に重要な輸出産品でもあるため，米価の上昇は稲作農家の所得向上や外貨獲得の面

では望ましいが，一方で都市生活者の生活には打撃であり工業労働者の人件費高騰も輸出

競争力の点で不利益をもたらす。後述するように，2007～08 年の米価高騰時には国内物価

も高騰した。ベトナム政府は生産者や輸出業者を犠牲にしてでも，その他の国民の利益の

ためにコメ輸出を制限することにした。このような農工間の間の矛盾だけではなく，農業

それ自体も脆弱な経営基盤（矮小な農地面積）のもとで農民が市場経済の変動リスクにさ

らされているという問題を抱えている。このように農業部門はとりわけ（１）「市場経済化・

対外開放」と（２）「社会的公正の実現」との間の矛盾を最も集中的に受ける部門である。
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このような事情のためベトナムの市場移行において農業は重要な位置を占め，上記（１）

と（２）を両立させるように慎重に進められてきた（第２表参照）。前述の各農家世帯を生

産単位として公認する 1981 年の党中央書記局第 100 号指示，農民に生産物を自由に処分す

る権利を与えた 88 年の党政治局第 10 号決議，実質的に土地の私有化を認めた 93 年の土地

法改正といった一連の政策によって，農業の脱集団化・市場経済化は推進された。ここま

では上記（１）の方針に基づくものであり，これによって農業生産の量的拡大をもたらし，

順調な経済発展に貢献した。だが市場経済化の否定的な側面として貧富の格差が拡大（世

帯間のみならず地域間ないし都市・農村間も）しつつあることが指摘された（竹内 1997）。

第８回党大会（96 年）では上記のように農業農村開発が重視され，その前後の時期からは

（１）に加えて（２）に基づく社会的公正をもとめる政策も目立ち始めてきた。 

農業農村開発の面では，1993 年の党第７期４中総「今後数年間の文化・文芸の任務につ

いての決議」で共同体的生活の再建が図られることになった。さらに 98 年に政府は「社に

おける民主実現制度規定」を制定した。これらは，従来国家丸抱えで行ってきた農村開発

の管理と運営の一部を相互扶助の伝統を持つ村落共同体の自主管理と自助努力にゆだねる

体制を作り上げることをめざしたものである（後述「（３）４）ムラ社会を活用した最近の

農村政策」参照）。さらに政府がより直接的に社会的弱者への援助を行うため，95 年には

政府（労働・傷病兵・社会省が中心）が作成する貧困ラインに該当する世帯への低利・無

担保貸付を手がける貧民銀行が設立され，翌 96 年から業務を開始した。これに対して（１）

の方針に基づくものとして，96 年には合作社を市場経済下の協同組合と位置づける合作社

法が制定され，2000 年には海外向けの高品質な農林水産物の生産を促すための農業発展戦

略として政府決議第９号（CPVN 2000）が出された。2003 年には土地法がさらに改正され，

国家による高収量・高品質な水稲栽培専用農地への補助策および民間農場への奨励策が規

定された。これは政府決議第９号における生産性の低い水田の転換奨励策と表裏一体をな

すもので，国際市場参入をめざして農地使用の合理化を促すものである。2001 年の第９回

党大会において採択された「2001～2010 年の経済・社会発展戦略」においては，ASEAN

（1995 年加盟）・米越通商協定（2000 年調印）に続く目標として WTO 加盟を掲げる（藤

田 2006）とともに，貧困削減・社会保障拡充・山岳地域における医療施設整備などの社会

政策の強化も同時に打ち出している（石田 2002）。これに沿うように，2002 年には前述の

貧民銀行を改組して社会政策銀行が設立された。同銀行は，貧困世帯融資に加えて各種政

策融資（農村の水質改善，学生への奨学金など）も手がけていることになった。貧民銀行

と同じく利息は市場金利より大幅に低く，その主な資金源は政府からの補助である。また

2003 年には農地使用税の減免措置が出された。これは耕作者自身が使用権を持つ農地の使

用税は事実上撤廃しながら，メコンデルタ等で発生しつつある不在地主は減免税対象には

ならず，また土地法の定める制限面積以上は 50％の減免措置とされるなどの配慮もなされ

ている。 
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第２表 ドイモイの２つの柱とベトナムの農政改革 
 

共産党大会及び重要事項 

ドイモイの２つの柱からみた農業農村政策 

①市場経済化と対外開放 ②社会的公正の実現 

1976. 統一ベトナム成立，第４回党

大会（重工業重視） 

1979. 党第４期第６回中央総会（自

由市場承認）：新経済政策 

1982. 第５回党大会（農業重視。市

場経済導入。） 

1985. 党第５期第８回中央総会（配

給制度廃止） 

1986. 第６回党大会（外資導入推進。

ドイモイ路線確定。） 

1989. 価格の全面自由化 

1991. 第７回党大会（私有制を認め

る）。対中国交正常化。 

1995. WTO 設立(ベトナム加盟申請)。

アセアン加盟。対米国交正常化。 

1996. 第８回党大会（社会的公正の

実現を明記） 

 

2001. 第９回党大会（「社会主義志向

の市場経済」）。米越通商協定発効。 

 

2006. 第 10 回党大会（ｽﾞﾝ首相就任） 

2007. ベトナムの WTO 加盟。 

2011. 第 11 回党大会 

 

 

1981. 党中央書記局第 100 号指示（各

農家世帯を生産単位として公認） 

 

 

 

1988. 党政治局第 10 号決議（集団農

業体制解体） 

 

1993. 土地法改正（実質的な農地私有

制） 

 

1996. 合作社法制定（合作社を市場経

済下の協同組合に） 

2000. 政府決議第９号（海外向けに農

産品の高品質化促進） 

2003. 土地法改正（農地集積と民間農

場の奨励） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1993. 第７期４中総「今後数年

間の文化・文芸の任務について

の決議」（共同体的生活の再建） 

1995. 貧民銀行設立（貧困世帯

向け低利融資） 

1998. 社における民主実現制度

規定 

 

2002. 社会政策銀行設立 

 

2003. 農地使用税撤廃 

出典：筆者作成． 

注．ベトナムの各農業政策の①②の分類はどちらの要素が強いかによる便宜的なものであり，実際には各

政策のいずれも①②双方の要素が含まれている．例えば 1996 年の合作社法は脱集団化の完成という視

点で見れば①の面が濃厚であるが，反面市場経済下において農民の価格交渉力を付けるという点では②

の要素もある．また 1995 年設立の貧民銀行も，その融資対象者はあくまで「労働力と生産活動を行う

能力がありながら資金が不足している」農家であり，市場経済下における農業経営体育成と言う面で見

れば①の要素も存在する． 
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（３）中国との比較 

 

１）基礎情報と先行研究 

ここでまず中越両国の経済発展について基礎情報を得るために，第３図に両国における

農業・製造業の GDP 構成比率を示した。年々農業の比率が下がっているのは両国に共通の

傾向である。しかし，中国において製造業の GDP 構成比率が農業を逆転するのが改革開放

前の 1971 年であるのに対して，ベトナムの場合はドイモイ路線確立後 20 年もたった 2006

年であるという大きな違いが存在する。 
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第３図 中越両国の農業・製造業の GDP 構成比率（％）（1970～2010 年） 
出典： World Bank (online). 

注．ベトナムのデータは 1985 年以降のみ． 

 

次に，これまで中越両国の市場移行はどのように論じられてきたかを整理する。加藤弘

之は，中国では工業化（＝農業経済部門の縮小）の方が先行し，ベトナムでは価格自由化

や国有企業改革などの制度改革の方が先行するという改革の順序が違っても，両国が目標

とする市場経済システムに本質的な違いはないと主張する（加藤 2005）。ベトナムが中国

に比べて工業化が遅れている理由を，ノートンはベトナムが米国との 20 年間にもわたる戦

争（ベトナム戦争）のために人的資本を使い果たしたからだと指摘する（Naughton 1996）。

またカークヴリットらは，ベトナムより中国の方が農業集団化がより徹底して行われ，人

民公社期の社隊企業が後の郷鎮企業になり農村工業化の担い手になったと論じている。そ

してベトナムにおいて農業集団化が徹底できなかった理由をベトナム戦争に勝利するため

に兵士=農民の反対を押し切ってまで極端な集団化が強行できなかったことに求めている

（Kerkvliet and Selden 1999）。ノートンもカークヴリットらも中越の違いの原因として，戦

後の共産政権下の事情（ベトナムは戦争のために人的・社会的資本が未整備のままであっ

ベトナム農業 

ベトナム製造業 

中国農業 

中国製造業 
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た）からしか説明しておらず，それ以前の歴史に由来する社会構造には触れていない。そ

のため，ノートンは両国の市場移行における個々のマクロ経済政策の違いは指摘しても移

行過程それ自体には共通点が多いと結論づける。またカークヴリットも「両国は同じ方向

に進んでいるが，別々に歩んでいる」（Kerkvliet, Chan and Unger 1999）と，中越の市場移

行の違いはないとの結論に至っている。 

 

２）工業化と農村 

以上の中越比較の先行研究レビューから，ベトナムが中国に比べて工業化が遅れている

のはただその移行の程度が遅れているだけであり，いずれベトナムも中国型の移行モデル

を後追いするであろうという議論が主流である。しかしこれらの議論は主として 20 世紀ま

でのデータに基づいており，21 世紀に入ってからのベトナムの急速な工業化と農村の現状

を踏まえたものではない。20 世紀までのベトナムを中国と比較した加藤は「1980 年代の中

国で起きたような，農村部でのダイナミックな変化はベトナムではいまだ出現していない」

（加藤 2005）と論じているが，21 世紀のベトナム農村は 1980 年代以降の中国農村の変化

を後追いしているのであろうか。2000 年におけるベトナムの農業人口比率（65.8％）は，

2010 年には 50.1％にまで減少している。中国においてこれらとほぼ同じ水準の時期は 1983

年（67.1％）と 99 年（50.1％）である。この間に中国は農村人口比率を 13.2％減少（78.4％

から 65.2％へ）させているのに対してベトナムは中国の半分未満の 6.4％しか減少（75.9％

から 69.5％へ）させていない。第４図は，両国の農業・農村人口の比率の変化をグラフ化

したものである。図でも明らかなように，中国は農業人口と農村人口がほぼ並行に減少し

ているのに対して，ベトナムは農業人口の減少は農村人口の減少よりも急である。具体的

な数字をあげれば，中国における 1980 年の農村非農業人口比率（=農村人口－農業人口）

11.9％は 30 年後の 2010 年に至っても 13.4％とほぼ横ばいであるのに対して，ベトナムは

2000 年からわずか 10 年で倍増させている（10.1％から 19.4％）。つまり 21 世紀のベトナム

は急速な工業化にもかかわらず農村人口が安定しており，農村部における非農業就業者が

急増しているという点で 1980 年代以降の中国とは異なっている（この段落の用語の定義や

数字の出典は第４図と同じ）。 

この問題をさらに深く理解するために第３表に，一人あたり GDP がほぼ同水準であった

2010 年のベトナムと 2003 年の中国における，農村人口の比率，農村の非農業就業者比率，

都市と農村の所得格差を示した。この表からも，ベトナムは中国より農村人口の比率と農

村の非農業就業者比率が高いことが確認でき，さらに都市と農村の所得格差が小さいこと

がわかる。つまり，ベトナムの工業化は安定した農村を維持し，都市と農村の所得格差拡

大を抑えるという点で独自性があり，中国モデルの後追いとはいえない。 
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第４図 中越両国の農業就業人口・農村人口の比率（％）（1980～2010 年） 

出典： National Bureau of Statistics of China(online), TCTK(online). 

注．データの「農業人口」は正確には「第一次産業の就業者率」のこと．ベトナムの農村人口データは

1990 年以降のみ，ベトナムの農業人口のデータは 2000 年以降のみ． 

 

 

 

第３表 中越両国の農村に関する経済指標 

 ベトナム 

（2010 年） 

中国  

（2003 年）  

一人あたり GDP（米ドル）  1,334 1,274 

農村人口の比率（％） 69.5   59.5  

農村の非農業就業者比率（％） 41.3  25.1 

都市と農村の所得格差 （倍）  1.99  3.23  

出典： World Bank (online), National Bureau of Statistics of China(online), TCTK(2011). 

注．データの「農業人口の比率」は正確には「第一次産業の就業者率」のこと．「都市と農村の所得格

差」は都市の一人あたり住民所得を農村のそれで割ったもの． 

ベトナム農村人口 

ベトナム農業人口 

中国農村人口 

中国農業人口 
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また前述のようにベトナムではドイモイ路線確立後わずか 10 年後の 1996 年第８回党大

会で「市場経済化・対外開放」と「社会的公正の実現」の両立が主張され，その後の WTO

加盟交渉の過程では，貧困地域などで栽培されている砂糖などの作物に関しては関税割当

で輸入を制限するなど，「社会的公正の実現」には常に留意していた（岡江 2010）。これ

に対して中国では，先に豊かになれる人・地域から発展する「先富論」が唱えられ，「社会

的公正の実現」を意味する和諧社会建設提唱が行われたのが 2004 年第 16 期４中全会であ

る。また WTO 加盟交渉の過程でもベトナムのように特定の地域への配慮はなかった。こ

のようにベトナムの特徴として筆者があげた市場経済化と社会的公正の両立は，中国には

あてはまらない。 

 

３）文化的背景 

以上中国に比べたベトナムの市場移行の特徴として，安定した農村人口が維持されて都

市農村間の格差が小さく，政策的にも市場経済化と社会的公正の両立を図っていることが

あげられる。筆者はこのような中越の違いは背景となる文化の違いに由来すると考える。

そのことを理解するために，共産化する前の両国の農村社会を以下に比較する。 

ベトナムで「社」と呼ばれる行政村には，朝廷から官吏が直接派遣されることはなく，

村民によって選出された組織が自治の担い手となっていた。村落有力者たちの会議が村の

重要事項を決定し，里長（村長）・副里・自警団長などの村役人たちがこの決定を遂行し国

家権力 (具体的には地方官)との折衝役を務めた。中央政府は特定の村落でだれがどの土地

を所有しているのか，または兵役や人頭税の対象となる人々が誰と誰であるのか，その実

態を正確に把握できなかったので，徴税・賦役・徴兵などは村落に請け負わせる以外なか

った。そして村落はその見返りに，政府からの干渉の多くを免れることができた。村落自

治を体現する「村の掟」は，村落ごとに「郷約」として成文化されるのが常であった（白

石 2002）。この「郷約」には，祭礼に関する権利・義務や規制，集会・宴会への参加資格

や席次など村内序列，村落内の諸組織や諸役職，婚姻・葬礼に関わる義務，盗み・火事な

どに対する自警，相互扶助，道路・橋・堤防などの修築，村民の生産活動，村内の秩序紊

乱者の処分や紛争処理，功労者・科挙合格者・高齢者の表彰，政府に対する義務，など多

岐にわたる規定が記載されていた。郷約は村民が亭（村の集会所）に会して議定され，少

なくとも形式的には村民全体の協議の結果のコンセンサスであることがその正当性の根拠

となっていた（嶋尾 1992）。郷約に従うべき村民の範囲が明確であると同時に地理的な村

の範囲も明確であった。多くの村は境界を竹藪や土塀で囲んでおり，村の入り口には門が

あり夕方になると閉められた（グルー 1945）。 

これに対して中国においては，ベトナムのような強いムラ結合は見られなかった。華北

農村慣行調査（満鉄調査部・東亜研究所の共同事業）に参加した旗田巍によると，河北省

順義県沙井村の境界は，清代光緒年間に地方政府（県）がそれまで個々の農民が行ってい

た看青（作物の盗難を防ぐための監視）を協同で行わせるための「青苗会」を結成させ，

その範囲に徴税を請け負わせたものに由来し歴史は浅い。農民側からの認識でも，個人の
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所有地については明確な境界意識をもっているが，村の土地という意識さえない。これは

本村人だけが利益を受ける区域が存在せず，団体的支配区域をきめなくても生活が成り立

ってきたからである。村の範囲が認識されないということは成員権（村民の資格）という

ものも厳格ではないということである。沙井村では，他村の人間でも村に移ってくればす

ぐに本村人として扱われ，財産・係累も資格要件ではなく，近所への挨拶まわりや祭礼へ

の参加も要求されない。村廟の管理や村政を担う香頭でさえ，新参者でも希望すれば簡単

になれる。廟の祭りへの出欠に家柄や村での居住年数は一切関係なく，出席は個人の自由

意思によるが，貧乏人は金を出すのを惜しんで祭礼には加わらない（旗田 1973）。 

このように，凝集力の強いベトナム村落に対して，中国村落はまとまりがなく，きわめ

て流動性が高く，個人主義的・実力主義的な人間関係が支配的だった。そのため農村から

都市への移動に社会的な障壁が少なく，先に豊かになれる人・地域から発展する「先富論」

が受け入れられる文化的背景があった。これに対して強固なムラ社会が残るベトナム農村

では，人口移動は容易に行われず，平等主義的な規範が残っていた。また 1989 年の価格の

全面自由化のようなショック療法的な改革は都市住民の生活にとっては打撃であったが，

人口の大部分を占め貨幣経済が浸透していなかった農村では前述のように脱集団化が徐々

に進められた（1981 年 100 号指示，1988 年 10 号決議，1993 年土地法改正，1996 年合作社

法制定）こともあって大きな打撃とならず，共産党体制が崩壊せずに済んだ。 

 

４）ムラ社会を活用した最近の農村政策 

このようにベトナムの伝統的なムラ社会構造が農村の安定をもたらし，市場移行におい

て重要な役割を果たしている。ベトナム政府は最新の政策においても，この伝統的なムラ

社会を農業農村開発に活用しようとしている。前述のようにベトナムにとってコメは主食

であるとともに重要な輸出産品であることから，世界的に米価が高騰した 2007～08 年には

国内物価も高騰した。このような社会的混乱を沈めるため，政府が輸出規制等の対症療法

を行うとともに，農業問題が 2008 年７～８月に開催された第 10 期ベトナム共産党中央執

行委員会第７回総会において議論された。この中で水田の転用禁止など 2000 年の政府決議

第９号の方針を転換する食糧安全保障政策が打ち出されるとともに，新農村建設がかかげ

られた。 

新農村建設事業とは，インフラ・経済改善・教育・環境などの認定基準を満たす社（行

政村）を「新農村」と認定・顕彰し，その普及をはかる最近の政策である。具体的には，

2009 年 4 月 16 日付け政府首相決定 491 号（CPVN 2009a）で認定基準が定められ，2010 年

6 月 4 日付け政府首相決定 800 号（CPVN 2010a）では，2015 年までに 20％の社（行政村）

が，2020 年までに 50％の社が新農村の基準に達することを目標としている。ベトナムの新

農村建設事業の独自性として筆者は，首相決定 491 号に規定された基準の一つに，管内の

旧村（集落）の 70%以上が「文化村」であることを指摘したい。 

「文化村」はもともと 1960～70 年代においては特色ある伝統文化をもつ村にだけ与えら

れた名称であったが，1980 年代に入ると新しい文化施設などの数量の指標に達した農村の
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称号となった。それが 1990 年代に入ってからは，かつてのムラの郷約にあたる「規約」を

建設する「文化村」運動が展開されるようになった。さらに 1993 年１月に開催されたベト

ナム共産党第７期４中総において「今後数年間の文化・文芸の任務についての決議」が出

され，「祭りの組織」「家族・住民共同体の確立」などの共同体的生活の再建が「文化村」

建設キャンペーンを通して行われるようになった（今井 2002）。 

「文化村」の最新の認定基準として文化・スポーツ・観光省の 2011 年 10 月 10 日付け通達

12 号（BVHTTDL 2011）があり，そこでの基準を第４表にまとめた。その中で大項目の「５．

コミュニティでの相互扶助」，さらに小項目の「2-1. 文化省の基準に沿った村の集会所，

運動場があること」「2-2. 40%以上の人口が，コミュニティの文化・スポーツ事業に参加し

ていること」「2-3. 70%以上の世帯が冠婚葬祭に関する規定に忠実であること」「4-2. コミ

ュニティにおける紛争解決が機能していること」など，コミュニティの団結を重視し奨励

する基準が多く存在するのが大きな特徴である。関連する政策として，1998 年の「社にお

ける民主実現制度規定」が存在する。加藤敦典は，この「民主」概念を「地域住民による

自己統御」を意味していると解説し，ベトナム国内での議論では村落共同体の自主管理能

力の回復と強化の必要性が強調されていることを紹介している。その上でこの規定は，ベ

トナム政府が従来国家丸抱えで行ってきた農村開発の管理と運営の一部を住民の自主管理

と自助努力にゆだねる体制を作り上げることをめざしたものだと指摘している（加藤

2004）。 

なお中国においても 1987 年の「農村の基層政権建設工作の強化にかんする通知」などに

よって，国家の手を煩わせることなく自前で末端の公共的事業と秩序の維持を肩代わりす

る「行政村」の枠組みを強化しようとする方向にはある。しかし，これは田原史起が指摘

するように「中国史上普遍的には見出すことのできなかった「村民」という新しいカテゴ

リーの創造」にむけての国家的な試み（田原 2000）であり，伝統村落の自主管理能力の回

復をはかるベトナムとは大いに事情が異なる。 
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第４表 「文化村」の認定基準（2011 年） 

大項目 小項目 

１．経済の安定，

着実な発展 

1-1. 所在する省平均より貧困世帯比率が低いこと 

1-2. 粗末な家屋が少ないこと 

1-3. 科学的で効果的な活動が行われていること 

1-4. 就業労働者比率，一人あたり年間収入が平均以上あること 

1-5. 80%以上の世帯が新農村建設運動，コミュニティにおける経済社会基盤建設に

参加していること 

２．精神的に充足

した文化的な生

活 

2-1. 文化省の基準に沿った村の集会所，運動場があること 

2-2. 40%以上の人口が，コミュニティの文化・スポーツ事業に参加していること 

2-3. 70%以上の世帯が冠婚葬祭に関する規定に忠実であること 

2-4.コミュニティの中で社会悪に染まった人間がいないこと。 

2-5. 70%以上の世帯が「文化家族」に認定され，うち 50％以上の世帯が３年以上公

認されていること。 

2-6. 子供の就学率が 100％であること。 

2-7.伝染病を広めないこと，食品中毒をおこさないこと，栄養失調の子供の率を下

げていること，子供が予防接種を，妊娠女性が定期検査を受けられること。 

2-8.家族計画が実行されていること 

2-9.歴史文化遺産・旧所名跡の保護，地域における伝統的な文化生活・民間スポー

ツの維持。 

３．景観・環境が

美しいこと 

3-1. ゴミの集中処理施設が基準に達していること。 

3-2. 生活用水・シャワー室・便所の衛生環境が基準に達している世帯の割合が平均

以上あること。 

3-3.家屋，公共建築物，墓地が基準に沿って建設されていること。 

3-4.住民の衛生観念を啓発する運動が実施されていること。 

４．党の方針およ

び政府の政策・法

律に忠実である

こと 

4-1. 90%以上の世帯に対して党の方針および政府（中央および地方）の政策・法律

が周知されていること。 

4-2. コミュニティにおける紛争解決が機能していること。 

4-3. 社会の安定秩序が維持され，法律に違反する住民がいないこと。 

4-4.住民が共産党支部や地方行政に参加することによって，その活動を監査する権

利を有すること。 

５．コミュニティ

での相互扶助 

5-1.相互扶助に関する国家の政策が実現されていること。 

5-2.天災被災者・困窮家族・独居老人・孤児・障害者・枯れ葉剤被害者などの不幸

な人たちに対する人道援助の活動が行われていること。 

出典：文化・スポーツ・観光省 2011 年 10 月 10 日付け通達 12 号（BVHTTDL 2011）． 
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２．現状編―ベトナムの稲作をとりまく環境― 

 

（１） コメ生産の概況 

 

 第５図にベトナム戦争終了（1975 年）の後のコメの生産と輸出をグラフ化した。集団農

業生産体制を終わらせた 1988 年 10 号決議の翌年（89 年）以降，右肩上がりで生産が伸び，

本格的な輸出もこの年から始まっている。 

 ベトナムにとってコメは，およそ 8 割の農家が携わり（Nguyen Ngoc Que（2009））国民

の消費カロリーのおよそ３分の２を占める最も重要な作物である。コメの生産のほとんど

は，北部の紅河デルタ（2007 年の生産量の 17.6％）と南部のメコンデルタ（52.0％）で行

われている（TCTK（2008））。この両デルタ以外のベトナムの各地域（第１図参照）では，

コメは常にぎりぎり自給できるかもしくは不足の状態にある（Nguyen Ngoc Que（2009））。

北部ではおおむね２期作，南部では３期作でコメが栽培されている。 

紅河デルタが古くから人口稠密地域で独立後も共産政権下で平等に土地が分配されたの

に対して，メコンデルタはフランス植民地時代に商業的農業生産地として本格的に開拓さ

れ独立後も土地改革が徹底されなかった。そのため，紅河デルタは経営規模は小さいが比

較的均等であるのに対して，メコンデルタでは経営規模の平均は大きいが土地所有の不平

等化が進んでいるという違いが見られる。このため一作期あたりの水稲耕作に投入される

労働力も紅河デルタでは 200人日／ha，メコンデルタは 85～100人日／ha（Nguyen Ngoc Que

（2009））という大きな違いがみられる。 

 第５表は稲作農家が自らの生産したコメをどのような用途に使用しているかの内訳

（2004 年現在）である。最大の稲作地帯であり輸出米の主産地であるメコンデルタでは生

産の７割が販売されるのに対して，紅河デルタでは生産の約半分が農家自身の食用に使用

され販売はわずか２割強である。また紅河デルタの農家世帯の 95％が水稲耕作を行ってい

るという事実（Nguyen Ngoc Que（2009））から，紅河デルタの農家にとって稲作とは昔な

がらに自らの食を確保するために行うものであるということがわかる。さらに第５表では

紅河デルタにおける備蓄・家畜飼料・消失がメコンデルタの何倍もの割合を占めている。

このことは，低技術水準下で収穫後の消失が大きく，零細経営による不安定性のため将来

への保険として備蓄と畜産の兼業を行っているという紅河デルタ農民の姿を示している。
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第５図 ベトナム戦争以降のコメの生産と輸出 

資料：1999 年までは TCTK(2000)，2000 年以降は TCTK(online)(2005)(2008)． 
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第５表 2004 年における稲作農家のコメ用途の内訳（％） 

 紅河デルタ メコンデルタ 全国平均 

農家の食用 49.30  16.40  41.50  

販売 23.00  70.00  34.00  

備蓄 12.30  4.80  12.60  

種まき 0.94  3.69  2.16  

家畜飼料 11.30  2.90  7.40  

他世帯への貸し出し 2.72  1.97  2.00  

消失 0.40  0.10  0.20  

資料：TTPNN （2008）. 

 

 

 第６図は，ベトナム国内のコメ流通について既存資料（小沢（2004），坂田（2003））を

もとにできるだけ単純化して図示したものである。 

 図中 A はコメ生産農家から始まる農村内におけるコメの流通である。前掲第５表でみた

ようにベトナムの農家の生産するコメのうち販売に回るのは全国平均で３分の１程度（紅

河デルタではわずか２割強）に過ぎない。多くの農家は自家消費用（家族の食事，家畜の

餌，等）にコメを栽培し，余剰米が籾の形で販売され市場に流通する。農家から籾を買い

付ける集荷商人も多くは農村内に居住する個人経営者（兼業農家である場合が多い）であ

り，その買い付けの範囲も１～２社（行政村）と非常に狭い。その集荷業者から籾を買う

精米業者の多くは精米施設の技術水準が低く，玄米加工までしか行われない。また厳密な

品質ごとの分別ができないため，この段階では国内消費用と輸出用との区別はしていない。

A 段階におけるアクターはいずれも零細な個人経営であり，その取引は相対によるもので

ある。独占的なアクターが存在しないという点では市場原理が働いているが，相互の流通

マージンが低く機械化や在庫調整によるリスクへの対処もできない。 

 B は輸出米の流通経路である。産地の主要集荷拠点に位置する仕上げ加工業者は，農村

内の精米業者から半加工米（玄米）を買い付け，白米への仕上げ加工や袋詰めを行う。そ

の仕上げ加工後に砕米の分別を行う。このコメの品質による分類によって初めて各市場（国

内消費用・商業輸出・援助米）へ価格をつけて販売される。そのため輸出用に高品質なコ

メを求めて生産者を選別するという行動をおこしにくい。 

 C は国内で消費されるコメ流通である。卸売業者が仕上げ加工業者から加工米を仕入れ

（彼ら自身が加工精米技術を持つ場合もある），都市の小売業へ販売する。C 段階における

流通は政府における価格統制もなく市場原理によって行われている。 

 以上ベトナム国内のコメ流通の特徴を要約すると，生産から消費（輸出）まで多くの流

通経路が存在し，その度に流通マージンが発生するという問題を生じている。特に精米加

工が半加工（籾を玄米に）と仕上げ加工（玄米を白米に）に分断されているのが問題であ
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る。そのことが精米技術への投資を妨げる要因となっている。そのため流通過程で 13％も

のコメが失われているといわれている（Nguyen Ngoc Que（2009））。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第６図 ベトナムにおけるコメ流通 

資料：小沢（2004），坂田（2003）より筆者が作成． 
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（２）世界食料危機とその対応 

 

第７図は，2007～09 年におけるベトナム国内の消費者物価指数と食糧価格指数の上昇を，

2007 年１月を 100 として示したグラフである。2007 年 10 月頃から消費者物価指数も食糧

価格指数も上昇し始め，2009 年 12 月には消費者物価指数および食糧価格指数が 2007 年１

月から 42％増・75％増となっている。食糧価格が高騰に至った最大の理由は，コメが重要

な輸出産品であるために国際価格と国内米価とが密接にリンクしていることである。第８

図は国際価格（タイ輸出米価格）とベトナムの輸出米価格・国内米価の 2007 後半～09 年

における変動をグラフ化したものである。新輸出契約の停止が発表される 2008 年３月まで

の間は３者がともに上昇傾向にあり，強い相関関係にあることがわかる。コメは国民の圧

倒的な主食であるために，コメ価格の急騰により食糧価格全体も急騰した。2008 年３月の

輸出規制によって，以降は国内物価全体の上昇が抑えられた反面，ベトナムの輸出米価格

が急上昇し，コメの国際指標価格となっているタイ米の上昇につながった。 

2000 年の政府決議第９号によって認められた水田の転作が政府の予想を遙かに超える

速度で進行したことも人々に国内需給逼迫の不安をあおり食糧価格の高騰の一因となった

ことから，2008 年４月 18 日に第 391 号首相決定（CPVN（2008））が公布され，水田専作

地の転作の原則禁止の方針が打ち出された。 
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第７図 2007～09 年におけるベトナム国内の物価上昇 
資料：TCTK(online)． 

注．2007 年１月を基準（100）とする指数． 
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第８図 2007～09 年におけるタイ輸出米価格 

・ベトナム輸出米価格・ベトナム国内米価（米ドル/トン） 

 

資料：価格は CCPDTV（2010），TTPNN （2009）．より． 

注．輸出米価格は両国とも 25％砕米価格．ベトナム国内米価は，メコンデルタのコメ生産地カントー市

（第１図の 57）における通常米（Gia te thuong）価格．  

 

 

世界食料危機の混乱を踏まえて， 2008 年７月に開催された第 10 期ベトナム共産党中央

執行委員会第７回総会において農業問題が議論され，さらに政府の今後の食糧政策の方針

として 2009 年 12 月 23 日に「国家食糧安全保障に関する政府決議 63 号」（CPVN 2009c）

が公布された。具体的な目標として，国内需要を満たすために，2020 年まで 380 万 ha の

水田と 41～43 百万トンの生産を維持することとしている。そのために，稲作生産費の 30％

以上を生産者の利益として確保し，2020 年までに食糧生産者の収入を現在の 2.5 倍にする

目標を立てている。またベトナム国内のコメ流通・加工業者の多くが零細で設備が整って

おらず貯蔵施設も未整備のため，ベトナムはコメの大生産・輸出国にも係わらず国際的な

価格変動が国内の需給逼迫に直結するという問題を抱えている。そのため食糧流通と輸出

システムの合理化を目標として，63号決議では業者に対して容量 400万トンの貯蔵施設（当

時の国内総在庫の約２倍の容量）の建設を 2012 年までに完成させるように指示している。

さらに政府機関への指示として，財務省に対して稲作生産の保険のスキームを，農業農村

開発省に対しては農民と農村の各経済事業体（農協・企業・研究機関・流通・輸出業者）

との連携に関するスキームをそれぞれ，政府に提出するように求めている。 
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（３）政府議定 109 号と新コメ政策 

 

 上記の 63 号決議の方針を執行するために政府議定 109 号（CPVN 2010b）が 2010 年 11

月４日に公布（施行は 2011 年１月１日）された。この政府議定 109 号から，現在のコメ政

策を以下に紹介する。 

 

 １）輸出業者の選別 

 109 号議定第４条では，輸出業者として認可される条件を定めている。具体的には，5,000

トン以上のコメの収容能力がある倉庫と１時間当たり 10 トン以上の処理能力がある精米

所を輸出地点において所有していることである。認可を求める業者について各地方省の商

工局が検査を行い，条件に適合すると判断されたら商工省が５年間有効の認可証を交付す

ることになっている（第５～６条）。なおこの５年間の間でも，第４条に定めた条件を満た

さなくなったら免許は取り消される（第８条）。認可された輸出業者はさらに過去６カ月間

の輸出量の 10％のコメを貯蔵し続けることも義務づけられている（第 12 条）。その上，業

者はコメの買い付けごとに品質と種類ごとの価格を地方省の人民委員会に知らせる義務が

ある。地方省人民委員会は担当地区の農民が業者から不当な安値を強要されないように，

その価格情報を公開することになっている（第 13 条）。また政府間契約を除く一般契約に

おいては，輸出業者は３）で後述するような最低輸出価格を守るとともに，上記の第 12

条で義務づけられた 10％の貯蔵米以外にさらに契約輸出量の 50％以上を手元におくこと

が義務づけられている（第 18 条）。 

なお同議定に基づきコメ輸出を希望する業者は上記の条件を整えて 2012 年 10 月１日ま

でに政府の認可を受ける必要があった。その結果，2013 年には小規模業者の破産が相次い

だ。 

 

 ２）コメ輸出システム 

 ベトナムのコメ輸出制度は 90 年代から輸出割当制度を維持しつつ徐々に規制緩和が図

られた。そして 2001 年４月４日付け第 46 号首相決定（CPVN（2001））によって輸出割当

そのものが廃止され，輸出業者も認可制から登録制へと移行することになった。しかし同

決定は政府間契約の輸出米については，商業省（現商工省）が輸出を行う企業を指定する

と同時に契約の一部の量（輸出の権利）を各地方省に割り当て，各省は省内企業に輸出量

を割り当てることを規定している。政府間契約の輸出米に占める割合の大きさから，実質

的には 2001 年以降も輸出割当制度と同様の政府による規制が続くことになった。 

 2008 年の輸出規制ののち，2009 年６月 15 日付政府通達 176 号（CPVN 2009b）によって，

政府間契約の輸出米の各地方省への割当も廃止することを決定した。しかし 2010 年の 109

号議定では，政府間契約の輸出米のうち 20％は契約事務を行った業者自身が輸出するが，

残り 80％はコメ輸出業者の業界団体であるベトナム食糧協会が参加業者に割り当てるこ

とになっている（第 16 条）。 
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ベトナム食糧協会は 1989 年に食糧貿易を行う業者が相互扶助を目的として自主的に設

立したことになっている団体である。しかしコメ輸出を行う業者は一件ごとに食糧協会に

届け出をして，協会からの承認書がなければ税関を通せないことになっている。また食糧

協会は，毎年年頭に商務省（現商工省），農業農村開発省ともにコメ需給計画の原案を協議

して政府に提出し，首相が最終的に年間コメ需給計画を発表する。そして作期ごとに需給

の見直しを行う（伊東（2007））。2010 年の 109 号議定でも，第 11 条にこの需給計画のシ

ステムが明記されている。また第 20 条では，食糧協会は市場動向を常時把握して統計を取

る任務を与えられており，政府（財務省・商工省・農業農村開発省）から要求があれば報

告書を提出する義務がある。さらに第 24 条でも，食糧協会は政府の政策に沿って各地方省

政府と協力してコメ輸出業者の監督を行うことを明記している。このようにベトナム食糧

協会は名目上民間団体とはいえ，事実上政策を代行する准政府機関となっている。 

 このようにコメ輸出システムは原則として自由化されながらも，政府の関与を事実上残

し，いざというときには輸出に規制をかけることができるようになっている。 

 

 ３）価格支持策 

 109 号議定において最も画期的な変化は価格支持策の導入である。第 14 条では，「生産

者の利益を保障」するための国内下限価格を定めている。下限価格の計算方法は以下の通

りである。各期初に財務省が稲作生産費の計算方法を公表する。それに応じて各地方省が

その地域の平均的な稲作生産費を計算する。各地方省から上がってきた数値を元に財務省

が下限価格を決定する。下限価格の計算方法は 109 号議定に規定はないが，63 号決議で「稲

作生産費の 30％以上を生産者の利益として確保」とあるので，この方針に沿って計算して

いるのであろう。さらに 109 号議定第 14 条では，収穫期になって市場価格が下限価格を下

回るようであれば，農業農村開発省は，財務省・商工省・国家銀行・食糧協会と協力して，

市場価格が下限価格を下回らないように米価を維持するための「具体的な対策」を政府に

提示することになっている。この「具体的な対策」が何かは 109 号議定では明示されてい

ない。 

 また第 15 条では物価安定のために国内上限価格も規定している。国内米価が急騰してこ

の上限価格を上回る場合は，政府はコメ輸出業者へ備蓄米を市場に放出するよう指示する

ことになっている。またこの指示によって業者が損害を受けた場合は，政府が賠償するこ

とも規定されている。 

 さらに第 19 条では，財務省は各期に国内外の市場や国内下限価格等を勘案して最低輸出

価格を定め，ベトナム食糧協会を通じて参加業者に周知徹底させることになっている。 
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４）109 号議定の実際と最新の動向 

 109 号議定において導入された業者選抜と価格支持策は画期的であるが，実際には有効

に機能していない。 

まず前述の「１）輸出業者の選別」に関しては，最初の登録こそ検査されるものの，そ

の後第 12 条，18 条で要求されている条件を業者が満たしているかについていかなる機関

も常時監視しているわけではない。そもそもこれらの規定は政府決議 63 号で目標とされた

400 万トンの備蓄を達成するためのものであるが，監視機関がないため民間備蓄の統計デ

ータもなく，この目標が達成されているかも不明である。また「３）価格支持策」に関し

ては，第 14 条で規定されている下限価格は公表されておらず，業者がこの価格に従って購

入しているわけではない。市場価格が支持価格を下回った場合の「具体的な措置」とは，

政府による調達プログラムのことである。このプログラムに沿ってコメを購入した場合は，

銀行から低利融資を受けられる。ベトナム食糧協会が会員企業に割り当てて，プログラム

に参加させている。購入価格はそのときの市場価格であり，指示価格ではない。もし購入

した価格以上で売れなくても政府が補償するわけではない。第 15 条で規定されている上限

価格を超えた場合の放出はこれまで行われていない。国際米価が高騰した 2008 年は政府が

輸出を停止したので，業者は国内で販売せざるをえなかった。その後ベトナム政府は輸出

停止も強制放出も行っていない。このように 109 号議定は実際には機能していないため，

レビュー結果を踏まえて近々新しい政府文書が出るはずである（2017 年３月における農業

省関連団体 AgroMonitor 社 CEO である Pham Quang Dieu 氏へのインタビューより）。 

 また 109 号議定施行以降，中国への密輸が急増し(CCPDTV(2014))，食糧総公司の経営悪

化という問題も引き起こしている。食糧総公司は 1984 年に主に食糧輸入を行う国家食糧総

公司として設立され，1995 年に北部食糧総公司と南部食糧総公司に再編された。南北食糧

総公司は自ら貿易業務を行うとともに，地域の国営食糧公司を傘下に置くことにより，国

内のコメ流通にも影響力を及ぼしている（坂田(2003)）。 

食糧総公司は財政的には独立した経営体でありながら，国営企業として政府の意向をう

けた活動をせざるを得ないという矛盾をはらんでいる。特に輸出米の主産地であるメコン

デルタを管轄する南部食糧総公司は，市場価格が下落した場合に上記の政府による調達プ

ログラムに従って大量に備蓄米を購入することになった。また現地のメディアでの報道に

よれば，2014 年におけるフィリピンへ政府間契約輸出において，当初ベトナム食糧協会が

輸出を割り当てた業者の多くがその後の米価高騰のため契約価格での輸出を断った。その

ため南部食糧総公司が肩代わりすることになり，巨額の赤字を抱えることになった

（Vietnamnet (online)）。このように政府の指示に従って採算を度外視した経営を行ってい

た食糧総公司は，2016 年 12 月 28 日付け首相決定 58 号において株式化が決定した

（CPVN(2016)）。なお同決定では南北食糧総公司は政府が 50～65%の株式を保有し続ける

ことが規定されているので完全民営化ではないが，一部とはいえ株が市場に流通するよう

になれば，これまで以上に経営の合理化が求められるだろう。 
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（４）コメ生産の制約要因 

 

 前述のようにベトナムにおけるコメの生産の制約要因として，狭小な経営面積があげら

れる。そこで本項ではベトナムの農地問題について考察する。1980 年代に農業の脱集団化

が行われ，93 年には土地法が全面改正された。93 年土地法（QHVN(1993)）は，土地の所

有権は国家に属するとの原則を維持しながら，土地の使用権を交換・譲渡・賃貸・相続・

抵当する権利を個人世帯に与えた（第３条２項）。面積に関しては，一年生作物地は３ha

まで，それ以外は政府の規定によるものとした（第 44 条）。この 93 年土地法から土地権利

証書の発行が始まり現在ではほぼすべての農家に交付されている。 

 その後土地法は 98 年，2001 年の部分改正を経て，2003 年 11 月 26 日に全面改正である

新土地法（QHVN(2003)）が国会で可決され，2004 年７月１日より施行された。93 年土地

法第 44 条では個人世帯の長期使用が認められる一年生作物以外の土地面積は政府の規定

によるものとされていたが，2003 年土地法では多年性作物地はデルタ地域で 10ha・山岳地

域で 30ha までと法律で明記された（第 70 条第２項）。また高収量・高品質な水稲栽培専用

農地への国家による補助・インフラ整備・新技術の導入策をとることを規定した（第 74

条第１項）。そして水稲栽培専用農地の工芸作物・養殖・非農業への転換を規制した（同第

２項）。国が民間農場への奨励策をとることも規定された（第 82 条第１～２項）。これは

2000 年９号決議における生産性の低い水田の転換奨励策と表裏一体をなすもので，国際市

場参入をめざして農地の専業化を促すものである。ベトナムではこのように 1993 年土地法

で実質的な私有化を認めた。ベトナム（特に北部の紅河デルタ）では農地は農家にとって

生存維持のために必須のものであり，その私有化が認められたことは農民福祉の面では評

価できる。しかし後述のように分散錯圃状態で大規模化が難しいことから政策拡大の面で

は課題が残る。 

第 9-1, 9-2 図は，2001 年・06 年・11 年に行われた『農村・農業・水産業センサス』

（TCTK(2003) (2007)(2012)）からベトナムの南北両デルタにおける経営規模（農用地面積）

別に見た農家世帯の分布を計算したものである。両デルタを比較してみると，紅河デルタ

は経営規模が小さいが比較的均等であるのに対して，メコンデルタでは経営規模の平均は

大きいが土地所有の不平等化が進んでいるという違いが見られる。また３時点の変化を見

てみると，紅河デルタでは「0.2ha 未満」層の割合が常に上昇傾向にある反面，「0.2～0.5ha」

層の割合が低下傾向にある。2001 年時点に最も割合が大きかった中間層の「0.2～0.5ha」

層の一部農民が最零細層の「0.2ha 未満」層に移行したと考えられ，比較的均等であった紅

河デルタにおいても市場経済化の流れの中で格差が広がってきていることが推察される。

一方メコンデルタでは，2001 年から 06 年にかけて「0.2ha 未満」層の割合が低下したが，

2011 年には少し持ち直している。これは 2000 年９号決議以降の生産適地への集中という

方針を受けて狭小な農地が耕作放棄されたが，2008 年の米価高騰によって生産のインセン

ティヴが起きたのと政府の転作規制によって耕作放棄が一時的に止まったことを示してい

るのであろう。反面，メコンデルタの「0.2～0.5ha」層の割合が常に上昇傾向にあるのは，
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「0.2ha 未満」層が耕作放棄した農地をこの層が集積しているのであろう。紅河デルタでは

水田耕作の主目的が農家自身の食用にあるためこのような耕作放棄があまり起きていない

と思われる。 

 

 

 

第 9-1 図 紅河デルタにおける経営規模別農家世帯分布（％） 

（2001，2006，2011 年） 

 

 

第 9-2 図 メコンデルタにおける経営規模別農家世帯分布（％） 

（2001，2006，2011 年） 

 

資料：TCTK(2003) (2007) (2012). 
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紅河デルタでは元々ムラ結合が強い上に独立後の土地改革で地主が追放されたため，脱

集団化においても農民に土地が均等に分配された。分配に際しても単に一人あたりの農地

面積を均等にするだけではなく土地等級（地味）ごとの平等性も追求されたため，さらに

細分化された。この土地分配は脱集団化の初期においては農家の生産インセンティヴを刺

激しコメ生産の労働集約的な発展をもたらしたが，国際市場への全面参入を迎えて効率性

を追求するために 2003 年から農地の交換分合（don dien doi thua）が行われた。これは借地

や土地使用権の譲渡ではなく各農家世帯が使用権を有する農地面積を維持したまま各農家

間の農地を交換して集積させる政策である。これに対してメコンデルタでは，脱集団化に

おいて元の持ち主に農地が返還される事が多かった。市場経済化・国際化の中で経営規模

拡大を推進したい政府はこのような土地の不平等を黙認しつつ，民間農場（trang trai）に

よる農業生産を支援する政策を推進している。2000 年２月に政府決議３号によって民間農

場は法的な地位を確立し，さらに前述のように 2003 年土地法では国が民間農場への奨励策

をとることが明記された。農地の交換分合と民間農場の奨励が行われた 2003 年には，農地

使用税の減免措置も行われた。これは自らが使用権を持つ農地もしくは農業合作社や農場

から請け負っている農地を使用する農家には農地使用税を 100％免除する一方，メコンデ

ルタ等で発生しつつある不在地主は減免税対象にはならず，土地法の定める制限面積以上

は 50％の減免措置として，社会的弱者にも配慮している。 

 さらに 10 年が経った 2013 年頃から再び農地の交換分合が行われており，さらに 2013

年 10 月 25 日には「大規模農業経営と農産物販売との連携の奨励に関する首相決定第 62

号」（CPVN(2013)）が発布（施行は 12 月 10 日）され，大規模農家・民間農場への優遇策

が導入された。今回は特に社会的弱者に配慮するような政策は同時には導入されずに大規

模農家への優遇策が大々的に表明されたことは画期的といえる。しかし同決定の具体的内

容をみてみると，大規模農家・民間農場が合作社（農協）と協力して販売事業を行う場合，

土地免税・工事費や技術普及費用の補助などを政府が行うとあり，農地の集約それ自体を

政府が推進するものではない。 

前述のように，ベトナムの土地法では土地国有の建前のもと土地の「使用権」（事実上の

私有権）を個人世帯に与えている。農地の交換分合でも，農家間で農地を交換させるだけ

であって，借地や農地使用権の譲渡を通じて一部の農家へ集積するものではない。また土

地法による制限面積の改正も行われていない。同決定の文面で「大規模農家・民間農場」

についての具体的定義（経営面積何 ha 以上など）は記載されておらず，借地による規模拡

大や複数の農民の共同経営を想定していると思われる。また具体的な条件は地方政府が責

任を持つことになっており，南部のメコンデルタ等で行われている大規模経営を追認する

のが，この政策の目的であろう。 

 前述した様に，ベトナムの経済改革（ドイモイ政策）は，「（１）市場経済化と対外開放」

（事実上の資本主義化）と「（２）社会的公正の実現」（理念としての社会主義）の両立を

図りながら進められてきた。そのため，一方で農地の大規模化を図りながらもそれに対す

る歯止めもかけるという矛盾した政策を採っている。 
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３．事例分析編－農家経済の実情― 

 

現代ベトナムの農業経済・農地問題を理解するために，以下に筆者自身による紅河デル

タ地域のカオドイ村における農家経済調査の結果を報告する。現代のベトナムの地方行政

組織は，省―県―社の三重構造であり，最末端の行政組織が社と呼ばれる行政村である。

行政区分上当村は，ハイズオン省ナムサック県ホップティエン社に属する。 

当地は，第 10 図で示したように首都ハノイと北部第二の都市で国際貿易港であるハイフ

ォン市を結ぶ国道５号線と，ユネスコ世界遺産にも登録されている景勝地ハロン湾（クワ

ンニン省）とハノイを結ぶ国道 183 号線が近くを通っている。当地は，このように交通ア

クセスに恵まれており，紅河デルタの中では比較的市場経済化が進み，非農業が発達して

いる。 

 

 

 

 

首都 ハノイ 

国際貿易港 

 ハイフォン 

クアンニン省 

ハロン湾 
国道５号線 

国道 183 号線 

中華人民共和国 

ハイズオン省ナムサック県 

 

第 10 図 紅河デルタの中の調査地の位置 

出典：桜井（1999）に筆者が加筆． 
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当地では，共産政権成立後にそれまでの五つの村が統合されて現在の行政村であるホッ

プティエン社が誕生した。集団農業時代は社と同範囲に農業合作社が設立され，その下部

組織として一定人口ごとに生産隊が結成された。人口の少ないカオドイ村では村の範囲と

一致しているが，ラドイ村のように村内に四つの生産隊が存在した村もあった（第 11-1 図

参照）。1996 年の合作社法制定を機にそれまで集団農業生産を担ってきた農業合作社が解

散し，97 年に改めて出資した農民だけを組合員としてホップティエン社農業サーヴィス合

作社が結成された。 

旧合作社解散にともないかつての村（村長は公選）が復活し，各生産隊は居住区と改め

られ合作社ではなく社の下部組織として村と協力して行政の下請けを行うことになった。

この時点ではその他社会組織もすべて居住区レベルに末端組織を形成していた（第 11-2 図

参照）。さらに 2010 年以降は集団農業時代に由来する居住区も廃止され，各組織はすべて

旧村レベルに末端組織を形成することになった（第 11-3 図参照）。 

 

 

 

 

 

――――――――――――――――――――――・第１生産隊 

 

――――――――――――――――――――――・第２生産隊 

 

――――――――――――――――――――――・第３生産隊 

――――――――――――――――――――――・第４生産隊 

 

――――――――――――――――――――――・第５生産隊 

――――――――――――――――――――――・第６生産隊 

―――――――――――――――――――――・第７生産隊 

 

―――――――――――――――――――――・第８生産隊 

―――――――――――――――――――――・第９生産隊 

―――――――――――――――――――――・第 10 生産隊 

―――――――――――――――――――――・第 11 生産隊 

 

                            

       ――――――――――――――――――――――――― 

                            

                          

        ――――――――――――――――――――――――――                     

                

        ―――――――――――――――――――――――― 

 

     ――――――――――――――――――――――――――― 

 

（カオドイ村） 

旧村 生産隊 

行政の下請け 

 

共産党支部 

共産党支部きょう共

社（行政村） 

 

祖国戦線各会      

 

共産党支部 

祖国戦線各支会 

生産隊 

 

農業生産合作社 

 

（ベン村） 

ホップティ

エン社 

（ダウ村） 

（テ村） 

（ラドイ村） 

 

第 11-1 図 カオドイ村周辺の村落構成と各種組織（～1996 年） 
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第 11-2 図 カオドイ村周辺の村落構成と各種組織（1997～2009 年） 

 

 

 

第 11-3 図 カオドイ村周辺の村落構成と各種組織（2010 年～） 

出典：筆者自身の調査による． 
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また 1993 年に農民に農地を分配した際に，村に池の一部の管理をまかされるようになっ

た。村は村人にこの池を貸し出し，賃料を積み立てて村内の公共電灯の費用の一部に充当

している。「１．歴史編」において前述したように，ベトナムの伝統村落は公田という村落

共有田を有していたが，それと同様な村落の財産が復活したといえる。その他の村にとっ

て必要なインフラは村人のカンパによってまかなわれている。2014 年現在カオドイ村では，

村人が公共用に拠出する金額の約 98％が村レベルで使用され，社（行政村）へ支払うのは

わずか２％のみ（土地・家屋税等）である。また「郷約」（村の掟）の現代版であるカオド

イ村の「規約」を 2003 年に作成し，村落の自治機能を明文化した。そしてカオドイ村は

2012 年に文化村に認定され，カオドイ村を含むホップティエン社（行政村）も 2015 年に

新農村に認定された。このように農業集団化によって解体された旧村が，脱集団化によっ

て徐々に生活の中に復活してきた。 

筆者はカオドイ村において，2005 年にほぼ全戸の世帯の家計についてアンケート調査を

実施した（これを以下「2005 年調査」と称する）。また 2005 年に続いて 2010 年にも同様

のアンケート調査を実施している（以下「2010 年調査」）。以下はその結果分析から，５年

間のカオドイ村の経済の変化を分析する。 

 

（１） 家計の全体的傾向 

2005 年・2010 年ともにデータが取得できた 180 世帯について，それぞれの年の年間世帯

所得順に 20％の所得ごとに５階層に分類（第１層が最富裕で村の所得の 20%を占める）し

た。第 6-1, 6-2 表は，階層別の世帯数とその世帯数で割った平均所得，部門ごとの各階層

全所得に占める構成比（％），を計算したものである。なお耕種農業所得には自家消費分の

コメも市場価格（2005 年：2,300 ドン/kg ，2010 年：5,500 ドン/kg）で計上している。 

全般的傾向としていえることは，第一に，両年とも貧しい層ほど総所得に占める耕種農

業の比率が高いことである。最貧困層（第５層）は両年とも所得の約４割を耕種農業から

得ており，この数字は上記のように自家消費分のコメを計算したものである。つまり，市

場経済化に伴う現金収入源はその他の部門で獲得されたものである。第二に，工場労働・

海外出稼ぎの急増である 。 

さらに第 6-3 表に 2005 年時点での階層別にみた 2010 年の農家所得を，第 6-4 表に（第

6-3 表の数値）－（第 6-1 表の数値）をまとめて同一世帯の 05 年から 10 年への変化を示し

た。これらの表から，2005 年時点での階層別に 10 年への変化を分析する。旧第１階層の

変化の特徴は，10 年は養鶏の比重が激減（鳥インフルエンザによる殺処分）し，代わりに

自営業（農産物の集荷販売，店舗経営，鉄鋼所の個人経営，等）に転ずる者が出たことで

ある。また一部は工場労働に転じたが，海外出稼ぎはない。旧第２・３階層は 05 年から海

外出稼ぎによる所得が大きな割合を占めている層であり，変化の特徴は， 10 年には養豚・

養鶏・自営の減少，工場労働の増加がみられたことである。旧第４，５階層の変化の特徴

は，工場労働や海外出稼ぎによって所得を伸ばしたことである。特に最貧困層（旧第５階

層）の耕種農業の割合が激減している（41.60%→24.98%）。 
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第 6-1 表 カオドイ村 180 世帯における階層別所得内訳（％）（2005 年） 

 各階層（最富裕第１階層が 20%の富を占める）  農 地 面 積

との相関  第１階層 第２階層 第３階層 第４階層 第５階層 全体 

世帯数１ 5 16 26 43 90 180  

平均所得（百万ドン）2 141.2  47.0  27.4  17.4  8.1  20.3  -0.09 

農 

業 

所 

得 

耕種農業 2.37  7.45  15.47  27.17  41.60  18.91  0.79 

養豚 27.82  16.71  12.59  11.99  11.83  16.11  0.00 

養鶏 57.35  9.70  11.36  7.15  1.39  17.06  -0.13 

水産 4.18  6.91  8.34  10.76  7.64  7.60  0.19 

その他農業 3 1.49  3.65  6.09  8.74  9.42  5.91  0.13 

省内 

非農業 

所得 

自営 5.92  12.44  10.74  3.74  4.54  7.48  -0.21 

非常勤 

肉体労働 
0.00  5.26  2.53  5.67  8.08  4.36  -0.46 

工場労働 0.00  0.00  2.86  5.21  0.96  1.82  0.18 

その他雇用 0.36  0.16  10.65  1.05  1.83  2.76  -0.20 

省外 

所得 

外国 0.00  30.03  11.09  2.60  0.00  8.89  -0.22 

南部 0.00  0.00  0.00  4.23  0.60  0.99  -0.03 

北部 0.00  7.31  5.05  4.80  3.83  4.25  0.00 

給付金４ 0.51  0.38  3.22  6.87  8.27  3.87   -0.10 

出典：2005 年および 2010 年における筆者自身による家計調査． 

注１）世帯数は各所得階層に属する世帯数である． 

注２）平均所得は各所得階層毎の平均．1 米ﾄﾞﾙ≒15,000 ﾍﾞﾄﾅﾑﾄﾞﾝ（2005 年），20,000 ﾍﾞﾄﾅﾑﾄﾞﾝ（2010 年）． 

注３）「その他農業」とは，肉牛販売・養鶏以外の家禽（アヒルなど）・農業労働． 

注４）「給付金」とは，年金・社会政策助成金． 
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第 6-2 表 カオドイ村 180 世帯における階層別所得内訳（％）（2010 年） 

 各階層（最富裕第１階層が 20%の富を占める）  農地面積

との相関  第１階層 第２階層 第３階層 第４階層 第５階層 全体 

世帯数１ 6 15 23 38 98 180  

平均所得（百万ドン）2 291.0  121.5  77.9  46.8  18.6  49.8  0.08 

農 

業 

所 

得 

耕種農業 3.38  10.11  14.20  19.73  39.42  17.48  0.75 

養豚 3.28  22.26  15.67  12.55  15.03  13.85  0.18 

養鶏 11.02  7.24  1.58  1.12  0.16  4.19  -0.08 

水産 0.66  1.60  4.09  2.72  3.65  2.55  0.07 

その他農業 3 3.16  3.42  1.73  5.79  3.55  3.53  -0.02 

省内 

非農業 

所得 

自営 5.73  5.18  13.46  11.25  5.79  8.27  -0.10 

非常勤肉体労働 0.00  9.16  4.80  12.82  5.31  6.45  0.22 

工場労働 2.27  4.66  10.89  14.19  7.14  7.84  0.16 

その他雇用 42.38  1.65  13.85  1.02  1.70  11.91  0.01 

省外 

所得 

外国 25.96  32.45  11.42  3.15  0.00  14.57  -0.54 

南部 1.37  0.00  0.00  0.00  0.71  0.41  0.97 

北部 0.00  0.00  5.36  7.31  2.42  3.01  -0.10 

給付金４ 0.78  2.27  2.95  8.34  15.11  5.93 -0.24 

出典・注は第 6-1 表に同じ． 

 

第6-3表 カオドイ村180世帯における2005年階層別の2010年の所得内訳（％） 

 2005 年各階層（最富裕第１階層が 20%の富を占める）  

 第１階層 第２階層 第３階層 第４階層 第５階層 全体 

世帯数１ 5 16 26 43 90 180 

平均所得（百万ドン）2 97.3  103.0  57.6  46.6  36.9  49.8  

農 

業 

所 

得 

耕種農業 5.35  7.86  11.92  20.04  24.98  17.48  

養豚 28.07  9.44  14.70  12.05  14.65  13.85  

養鶏 13.61  0.12  7.48  1.25  5.13  4.19  

水産 2.39  3.78  4.16  1.79  1.71  2.55  

その他農業 3 0.00  1.57  4.20  7.32  2.42  3.53  

省内 

非農業 

所得 

自営 38.01  3.88  5.58  11.72  5.22  8.27  

非常勤肉体労働 0.00  8.31  1.67  6.23  8.75  6.45  

工場労働 9.86  2.06  6.22  10.47  9.54  7.84  

その他雇用 0.00  32.16  27.21  1.80  2.83  11.91  

省外 

所得 

外国 0.00  27.79  8.66  15.51  12.25  14.57  

南部 0.00  0.00  0.00  0.00  1.11  0.41  

北部 0.00  2.18  2.41  1.00  5.36  3.01  

給付金４ 2.71  0.83  5.79  10.81  6.04  5.93 

出典・注は第 6-1 表に同じ． 
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第6-4表 カオドイ村180世帯における2005年階層別の05年から10年の変化 

：（第 6-3 表の数値）－（第 6-1 表の数値） 

 各階層（最富裕第１階層が 20%の富を占める）  

 第１階層 第２階層 第３階層 第４階層 第５階層 全体 

世帯数１ 5  16  26  43  90  180 

平均所得（百万ドン）2 -43.9  56.0  30.2  29.2  28.8  29.5 

農 

業 

所 

得 

耕種農業 2.98  0.41  -3.55  -7.13  -16.61  -1.43  

養豚 0.24  -7.27  2.12  0.06  2.82  -2.26  

養鶏 -43.75  -9.58  -3.88  -5.91  3.74  -12.86  

水産 -1.79  -3.13  -4.18  -8.97  -5.93  -5.04  

その他農業 3 -1.49  -2.08  -1.90  -1.42  -7.00  -2.38  

省内 

非農業 

所得 

自営 32.10  -8.55  -5.16  7.98  0.68  0.79  

非常勤肉体労働 0.00  3.05  -0.86  0.56  0.67  2.09  

工場労働 9.86  2.06  3.35  5.27  8.59  6.02  

その他雇用 -0.36  32.00  16.55  0.75  1.00  9.15  

省外 

所得 

外国 0.00  -2.24  -2.43  12.91  12.25  5.68  

南部 0.00  0.00  0.00  -4.23  0.51  -0.58  

北部 0.00  -5.12  -2.65  -3.81  1.53  -1.23  

給付金４ 2.20  0.45  2.58  3.94  -2.23  2.06 

出典・注は第 6-1 表に同じ． 

 

第７表は，2005 年から 2010 年にかけての階層変動を世帯数で示したものである。各階

層に属する世帯数に大きな変化がないため所得格差は大きくなっていないが，階層間の移

動は活発に行われている。180 世帯のうち，階層が変化していないのは 87 世帯である。つ

まり半分以上の世帯が階層を移動している。このように，市場経済化にともなって階層分

化が進行しているが，決して階層は固定していない。つまり結果の平等は保障されないが，

機会の平等は保障されているのである。これを保障しているものを解明するために，以下

は所得源別に分析を行う。 

 

第７表 カオドイ村の 2005 年から 2010 年にかけての階層変動（世帯数） 

 2005 年の階層 

第 1 階層 第 2 階層 第 3 階層 第 4 階層 第 5 階層 計 

 

2010 年の

階層 

第 1 階層 1 1 1 1 2 6 

第 2 階層 1 6 2 2 4 15 

第 3 階層 2 2 7 6 6 23 

第 4 階層 1 4 2 13 18 38 

第 5 階層 0 3 14 21 60 98 

計 5 16 26 43 90 180 

出典：第 6-1 表に同じ． 
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（２） 耕種農業 

 

2005 年と 2010 年における農地の利用状況を第８表にしめす。当村では一経営体の耕地

面積が２反未満の零細経営である。これは 1993 年（土地法改正時）に一人あたりの水田面

積が均等になるように分配され，その後も流動化がおきていないことによる。 

紅河デルタでは土地分配に際して，一人あたりの総面積を平等にするだけではなく地味

ごとの取り分面積も平等になるように分配した。その結果，カオドイ村を含むホップティ

エン社（行政村）では一世帯平均６筆に分散することになった。当地では農業の脱集団化

によって農業合作社は崩壊したが，農地の零細性・分散作圃によって隣人との協調行動を

とり続けざるをえない。その意味で農地の均等分配は，従来からのムラ結合を維持させる

効果を持った。その後 2003 年の農地の交換分合によって一世帯平均 3.8 筆に，さらに 2015

年に完了した交換分合によって 1.8 筆にまで集積された（2017 年３月ホップティエン社に

おける聞き取り調査より）。 

農地は二期作の水田がほとんどであり，その裏作として野菜も栽培されている。これら

の点は 2005 年と 2010 年で変化がないが，最も大きな違いは二期作の水田の合間に栽培す

る野菜の面積の急激な減少である。これは後述の工場労働のように非農業就業の機会が増

大したことによる。 

第 6-1, 6-2 表には，実際に耕作している農地面積との相関も計算して記載した。農地が

均等に分配されたため，総所得および耕種農業を除くほとんどの職種で農地面積との相関

が低い。特に工場勤務や国内出稼ぎには相関関係は見られない。このことは，他の途上国

にはみられないベトナム紅河デルタの特徴であろう。また 2005 年に海外出稼ぎとの負の相

関があり，2010 年に拡大しているのは，後述のように，2005 年段階では海外に出稼ぎに行

く者は女性（世帯の妻）が主だったのが，2010 年には男性（世帯主またはその息子）も出

稼ぎに出るようになって，耕作できない農地を貸し出すようになったからである。 

農地の使用権売却はほとんど行われていない。農地の賃貸は，両年とも老人世帯や非農

業世帯が耕作できない農地を隣人や親戚にほぼ無償で貸借しており，農地の賃貸市場は成

立していない。農民にとって稲作は，生存維持のためのものであり，たとえ他の就業機会

に恵まれ機会費用が大きくなっても，家族が食べるコメは原則として自ら栽培する。 

 

第８表 カオドイ村の耕地面積  

 2005 年 2010 年 

水田面積（㎡） 314,630 282,572 

 うち裏作割合（％） 58.2 33.4 

世帯あたり（㎡） 1,692 1,527 

その他農地（㎡） 9,696 8,360  

農地面積合計（㎡） 324,326 290,932 

 世帯あたり（㎡） 1,744 1,573 

出典：第 6-1 表に同じ． 



39 

 

（３） 工場労働 

 

 交通アクセスのいいハイズオン省は，外国からの投資も多く，ナムサック県内には 2003

年に二つの工業団地が建設された。このことから，表 6-1～6-4 においても 2005 年から 10

年に「工場労働」（多くが若年女性の縫製工場勤務）が急速に拡大したことが確認できる。

世帯数では，05 年の７世帯から 10 年の 33 世帯に，所得構成比では 1.82%から 7.84%に

急増している。工場労働の平均所得は 20 百万ドンを越える。これは耕種農業の２倍以上

であり，不安定な日雇い労働よりも多く，自営と並ぶ水準である。学歴も要求されず収入

も安定しているため，多くの若者が就業している。村から日帰りで工場に通勤可能なため，

ベトナム北部への出稼ぎは減少している（15 世帯→9 世帯）。また後述する海外出稼ぎの

増加によって，ベトナム南部（ホーチミン市周辺）への出稼ぎも減少している（6 世帯→4

世帯）。 

第９表は 2005 年工場労働世帯７世帯が 2010 年にどう階層変動したか，また工場労働を

続けたかを示したものである。７世帯のうち階層が下がった世帯はすべて，05 年当時に勤

務（いずれも縫製工場）していた娘が嫁入りして独立したことによる。自分の意思で工場

をやめてもっと条件のいい職へ転じた者はいない。 

第 10 表は，2010 年に新たに工場労働を始めた 30 世帯が 2005 年から 2010 年にかけて

どのように階層変動したかを示したものである。30 世帯のうち多くが階層を向上させてい

る（下落８，維持 7，上昇 15）。また 30 世帯のうち，26 世帯が 2005 年は中から下の階層

（第 3～５階層）で，工場労働には資金が必要ないことを示している。なお，2004 第 1 階

層から下落した２世帯は水産・養豚の規模縮小，第 2 階層から下落した２世帯は 05 年に

行っていた海外出稼ぎからの帰国で失われた所得を穴埋めするために，新規工場労働を始

めた世帯である。 

総人口の約７割がいまなお農村に居住するベトナムでは，ルイスの２部門発展モデル（農

村から工業部門へ，最低生存水準をわずかに上回る賃金で労働力を供給）における「転換

点」（過剰労働力の枯渇）を迎えていないにも関わらず，近年都市の工場でストライキが頻

発している。原因として，都市の生活コストがあげられる。農村から日帰り可能な地方都

市の工業団地は，国土の均衡的発展と輸出志向の両立（ドイモイの目的）ができるので，

ベトナム政府は地方都市の工業団地へ工場を積極的に誘致している。 

 耕種農業の項で前述したように，農民はたとえ他の就業機会に恵まれ機会費用が大きく

なっても，家族が食べるコメは原則として自ら栽培する傾向にある。2010 年工場労働 33

世帯のうち，耕種農業を営んでいないのはわずか１世帯だけであった。 
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第９表 カオドイ村の 2005 年工場勤務世帯と 2010 年の状況 

世帯記号 05 年階層 10 年階層 10 年の工場勤務 10 年に工場勤務をやめた理由 

A 3 5 ✕ 勤務していた娘が嫁入り 

B 4 5 ✕ 勤務していた娘が嫁入り 

C 4 3 △ 05 年世帯主勤務造船工場が破

産。10 年は娘が縫製工場。 

D 5 3 〇  

E 4 5 ✕ 勤務していた娘が嫁入り 

F 3 3 〇  

G 4 3 〇  

出典：第 6-1 表に同じ． 

 

第 10 表 カオドイ村の 2010 年新規工場勤務世帯の 2005 年から 2010 年にかけ

ての階層変動（世帯数） 

 2005 年の階層 

第 1階層 第 2階層 第 3 階層 第 4 階層 第5階層 計 

 

2010 年の

階層 

第 1階層 0 0 1 0 1 2 

第 2階層 0 0 0 1 1 2 

第 3階層 1 1 1 0 2 5 

第 4階層 1 1 0 3 9 14 

第 5階層 0 0 1 3 3 7 

計 2 2 3 7 16 30 

出典：第 6-1 表に同じ． 

 

（４） 海外出稼ぎ 

 

 2005 年の家計調査では，カオドイ村で外国から送金を受けた 14 世帯のうち，12 世帯が

台湾での住み込みの女中（オシン（４））をしている夫人からの送金であった（残りはロシ

アとマレーシア）。これらの世帯を対面調査したところ，本人および夫の学歴はほとんどが

中卒であり，特に学歴が渡航条件とはなっていない。そのため，村内でも比較的貧しい層

から海外へ出稼ぎに出ている。その他の特徴として，親族が海外出稼ぎを経験済みのケー

スが多かった。その理由として，①信頼できる人間から実情を聞いてから渡航できること

による安心感，②渡航前に必要な経費を親戚から借りられる，といった点があげられる。

彼女たちは１回２年間の契約（１年延長可）で台湾人の家庭に住み込み，一日中家事や老

人介護の仕事に従事する。村では日雇い労働で月に 30～50 万ドン程度しか稼げないのに対

して，台湾で「オシン」をすれば派遣１年目で 200～300 万ドン，２年目からは 500～800
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万ドンの送金が可能になる（2005 年のデータ）。台湾からの送金はほとんどの世帯で家屋

の新築・改築に使われる。家を新築するために契約を更新してさらに３年間台湾で働く女

性もいた。 

なお台湾は 2005 年にベトナム人の家事・家庭内介護職の新規受け入れを停止した（新美 

(2014)）が，彼女たちの送金によって建てられた家は村人たちに海外出稼ぎがいかに儲か

るかを教え，その後も海外出稼ぎが続くようになった。2010 年には，これまでの台湾（い

ずれも 05 年から継続して台湾渡航）に加えて，キプロス３世帯（農業労働，オシン），サ

ウジアラビア２世帯（オシン，工場労働），レバノン１世帯（オシン），マレーシア１世帯

（工場労働），韓国１世帯（工場労働）と，渡航先も職種も多様化している。第 11 表は 2010

年に新たに海外出稼ぎを始めた世帯を示したものである。ほとんどが 2005 年は下層（4,5

階層）であり，資金面でのハードルは低い 。唯一の例外は，2005 年に大規模な養鶏を経

営していたが鳥インフルエンザを期に養鶏を廃業し，妻がキプロスに渡航した世帯 M のケ

ースである。 

海外出稼ぎ者の情報入手経路をみると，最初は親戚から，その後は村の隣人から情報を

入手している。市場経済化の中の海外出稼ぎという動きにも，地縁・血縁という昔ながら

のムラ結合が重要であることがわかる。 

 

第 11 表 カオドイ村の 2010 年新規海外出稼ぎ世帯一覧 

世帯記号 05 年

階層 

10 年 

階層 

渡航先 業務 備考 

H 5 4 レバノン オシン  

I 4 3 サウジアラビア 工場  

J 5 4 サウジアラビア オシン  

K 5 1 韓国 工場  

L 5 2 台湾 介護職（５）  

M 2 2 キプロス オシン 養鶏経営中止 

N 5 3 マレーシア 工場  

出典：第 6-1 表に同じ． 

 

（５） 家計調査のまとめ 

 

「１．歴史編」で指摘したように，ベトナムは急速な工業化にもかかわらず安定した農

村人口を維持しており都市と農村の所得格差も大きくない。その背景にあるのが前述した

地方都市に工業団地を建設する政策である。カオドイ村のあるナムサック県でも工業団地

が建設され，多くの青年が日帰り通勤している。また工場労働とともに，急速な所得向上

をもたらしている要因が海外出稼ぎであった。 
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またカオドイ村は市場経済化にともなって階層分化が進行しているが，決して階層は固

定していない。つまり機会の平等は保障されており，その保障する装置が各世帯の有する

水田である。農民はたとえ他の就業機会に恵まれ機会費用が大きくなっても，家族が食べ

るコメは原則として自ら栽培し，主食であるコメを市場経済から調達しようとはしない。  

つまりコメ生産という観点だけから見れば非合理的な超零細経営は，ベトナムの工業化

戦略（安定した農村と低賃金労働力を維持）と農民の生活保障の両面においてきわめて合

理的である。当地では農地の交換分合は成功し一経営体あたりの分散錯圃状態は解消され

たが，一部の農家に農地が集約されて大規模経営が誕生するということにはなっていない。

つまり，超零細経営は解消されていない。 

 

 おわりに 

 

ベトナムは長らく旧ソ連型の社会主義統制経済体制下にあったが 1980 年代から経済自

由化政策（ドイモイ政策）に転換し，今や世界第２位のコメ輸出国に躍り出た。本項はそ

のベトナムの農業（特にコメ）を歴史，現状の概況と，筆者自身の調査による個別事例の

紹介によって考察した。 

まず「１．歴史編」において，ベトナムの市場移行の特徴と農村社会の特徴をまとめた。

旧ソ連や東欧の多くの国では，全面的な価格自由化など一般にショック療法といわれる急

激な市場移行戦略がとられ，これらの国々では市場移行は共産党支配体制の崩壊も伴った。

それに対してベトナムはハイパーインフレーションを克服するためにショック療法的な改

革を行ったにもかかわらず共産党支配体制を維持できたが，その背景として安定的な農村

社会の存在を指摘した。また現在の政府も安定的な農村社会を維持する政策（村落自治の

強化，農村工業化推進）を行っている。 

続く「２．現状編」において，コメの生産の概要と関連する政策を紹介した。近年ベト

ナムは価格支持を導入した。この政策は画期的であるが，政府の積極的な財政出動を伴わ

ずリスクを業者に負担させているために，実際には機能しておらず，国営企業の赤字など

の弊害も見られる。またコメ生産の制約要因として零細経営をとりあげ，その解消として

農地の交換分合が政策的に進められていることを紹介した。 

そして「３．事例分析編」において，筆者自身のハイズオン省における調査結果を紹介

した。調査村近くの工業団地への通勤等が急速な所得向上をもたらしているが，これらの

就業機会を得た世帯も稲作を兼業しており，一部の農民への水田の集積は行われていない。

この背景には，過去にハイパーインフレーションを経験し現在も市場経済化における変動

リスクに直面している農民にとって，分配された農地で家族が食べるコメを自ら栽培する

ことが最低限の生活保障となっている事実がある。またこのように兼業農家が日帰り通勤

している状況は，食と住を農村で保障しているため工場にとっても安価な労働力を維持で

きる利点がある。つまりコメ生産という観点だけから見れば非合理的な超零細経営は，ベ

トナムの工業化戦略（安定した農村と低賃金労働力を維持）と農民の生活保障の両面にお
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いてきわめて合理的である。たとえ現在進行形の農地の交換分合が計画通り実施され一経

営体あたりの分散錯圃状態が解消されたとしても，超零細経営自体は容易に解消されない

だろう。 

 

 

 

注（１）本稿において「各地方省」という場合には，この中央直轄市も含める。なお 2008 年に首都ハノイ市の市域が

拡大され，旧ハタイ省のほぼ全域とヴィンフック省・ホアビン省の一部を吸収し，面積で約 3.6 倍，人口は約 1.9

倍になった（寺本・坂田(2009)）。また地域区分では 2008 年度の統計年鑑からクアンニン省（第１図の 17．）が

紅河デルタに区分けされた（TCTK(2009)）。本稿において 2007 年までの紅河デルタの数値はクアンニン省を含

まない。 

（２）ネップ（New Economic Policy）とは，ソ連で内戦による疲弊を回復させるための一時的な政策として 1921 年

に施行された市場原理の部分的導入である。 

（３）当大会に向けてベトナム農業農村開発省は省独自の 10 大プログラムを発表した。具体的には，①農業生産・

農村工業開発プログラム，②農村インフラ開発プログラム，③住宅開発プログラム，④生産を補助するサー

ヴィス体制の開発プログラム，⑤教育・医療・社会サーヴィスの開発プログラム，⑥農村文化開発プログラ

ム，⑦農村の社会構成開発プログラム，⑧雇用創出プログラム，⑨天然資源管理・環境保全・改善プログラ

ム，⑩飢餓撲滅・貧困削減プログラム，である（竹内 1997）。 

（４）ベトナムでは女中のことを「オシン」という。日本のテレビ番組が由来である。 

（５）2010 年アンケート票（在台湾の妻に代わって夫が回答）によれば「オシン」だったが，本文でも記述したよ

うにこの時点では台湾のベトナム人「オシン」受け入れはないので，おそらく病院や介護施設などでの介護

職だと推察される。 

 

 

［引用・参考文献］ 

日本語文献 

石田暁恵(2002)「ヴィエトナムにおける移行過程の社会政策」，石田暁恵（編）『2001 年党大会後のヴィエトナム・ラ

オス－新たな課題への挑戦－』，アジア経済研究所 

伊東正一(2007)「ベトナムのコメ経済及びコメ輸出メカニズム」『平成 18 年度海外農業情報分析事業アジア大洋州地

域及び中国地域食糧農業情報調査分析検討事業実施報告書』，国際農林業協力・交流協会 

今井昭夫(2002)「ドイモイ下のベトナムにおける包括的文化政策の形成と展開」『東京外国語大学論集』64 

岡江恭史(2010)「WTO 加盟とドイモイ農政の新展開―グローバリゼーションと社会主義ベトナム―」『東南アジア －

歴史と文化－』第 39 号，東南アジア学会 

小沢健二(2004)「1990 年代後半以降のベトナムの米輸出動向とその特質―米の国際市場構造，米の先物取引の可能性

などと関連させて―」『先物取引研究』第 9 巻第 1 号 No.13，日本商品先物振興協会 

加藤敦典(2004)「ベトナムにおける「民主」化と村落共同体－「基層レベルにおける民主制度規定」の分析より－」

『年報 人間科学』25 



44 

 

加藤弘之(2005)「発展途上国の市場移行：中国とヴィエトナム」，上原一慶編『躍動する中国と回復するロシア』高

菅出版 

グルー，ピエール（Gourou, Pierre，内藤莞爾訳）(1945)『仏印の村落と農民 上巻』生活社（原タイトル: Les paysans du 

delta tonkinois） 

坂田正三(2003)「ベトナムのコメ流通－流通構造からみたドイモイの再評価－」，高根務編『アフリカとアジアの農

産物流通』，アジア経済研究所 

坂田正三(2012)「ベトナムの農業・農村開発政策－2008 年の政策転換と第 11 回党大会で示された方向性－」，寺本実

編『転換期のベトナム－第 11 回党大会，工業国への新たな選択－』アジア経済研究所 

桜井由躬雄(1999)「紅河デルタ」，桜井由躬雄・桃木至朗編『ベトナムの事典』，同朋舎 

嶋尾稔(1992)「植民地期北部ベトナム村落における秩序再編について―郷約再編の一事例の検討―」『慶応義塾大学

言語文化研究所紀要』24 

白石昌也(1993)『ベトナム―革命と建設のはざま―』，東京大学出版会 

白石昌也(2002)「ベトナムにおける中央・地方関係」，東アジア地域研究会・赤木攻・安井三吉編『東アジア政治の

ダイナミズム（講座・東アジア近現代史５）』，青木書店 

竹内郁雄(1997)「ベトナム共産党第８回大会と新経済開発戦略」『アジア経済』第 38 巻第８号 ，アジア経済研究所 

田原史起(2000)「村落統治と村民自治―伝統的権力構造からのアプローチ―」，天児慧・菱田雅晴編著『深層の中国

社会-農村と地方の構造的変動』，勁草書房 

寺本実・坂田正三(2009)「2008 年のベトナム」『アジア動向年報 2009』，アジア経済研究所 

トラン・ヴァン・トゥ(2003)「ベトナム－ドイモイの成果と課題－」，渡辺利夫（編）『アジア経済読本（第３版）』，

東洋経済新報社 

トラン・ヴァン・トゥ(2010)『ベトナム経済発展論』，勁草書房 

中兼和津次(2010)『体制移行の政治経済学』，名古屋大学出版会 

中臣久(2002)『ベトナム経済の基本構造』，日本評論社  

新美達也(2014)「ベトナム人の海外就労」『アジア研究』第 60 巻第 2 号，アジア政経学会 

旗田巍(1973)『中国村落と共同体理論』，岩波書店 

藤田麻衣(2006)「ベトナムの WTO 加盟への歩み」，坂田正三（編）『2010 年に向けたベトナムの発展戦略』，アジア

経済研究所 

古田元夫(2009)『ドイモイの誕生－ベトナムにおける改革路線の形成過程－』，青木書店 

三尾忠志(1988)「ベトナムの経済改革」，三尾忠志編『インドシナをめぐる国際関係』日本国際問題研究所 

ラヴィーニュ，マリー（栖原学訳）(2001)『移行の経済学』日本評論社 

 

英語文献 

Kerkvliet, Ben, Anita Chan, and Jonathan Unger (1999)"Comparing China and Vietnam," Anita Chan, Benedict J. Tria Kerkvliet, 

and Jonathan Unger (eds.), Transforming Asian Socialism: China and Vietnam Compared, Rowman & Littlefield 

Kerkvliet, Ben and Mark Selden (1999) "Agrarian Transformations in China and Vietnam," Anita Chan, Benedict J. Tria 

Kerkvliet, and Jonathan Unger (eds.), Transforming Asian Socialism: China and Vietnam Compared, Rowman & Littlefield 

National Bureau of Statistics of China（中華人民共和国国家統計局） (online), Annual Data（中国統計年鑑）



45 

 

(http://www.stats.gov.cn/english/Statisticaldata/AnnualData/), 2017 年１月６日アクセス 

Naughton, Barry (1996) “Dinsinctive Features of Economic Reform in China and Vietnam” John McMillan and Barry Naughton 

(eds.), Reforming Asian socialism: the growth of market institutions, University of Michigan Press 

Nguyen Ngoc Que (2009) ‘Rice production and food policies in Vietnam’, Agricultural Policy Seminar on “Food Security 

Policy in ASEAN Region and Individual ASEAN Member States”, 5 March 2009, Tokyo 

Williamson, John(1994) “In Search of a Manual for Technopols” John Williamson (eds.) The political economy of policy reform, 

Institute for International Economics 

World Bank(online) World development Indicators (http://data.worldbank.org/data-catalog/world-development-indicators), 

2017 年１月６日アクセス 

World Bank(1990) Vienam –Stabilization and Structural Reform- (Report No. 8249-VN)  

World Bank(1996) From plan to market -World development report 1996-, New York: Oxford University 

  

ベトナム語文献（書籍） 

CCPDTV（Cong ty Co phan Phan tich va Du bao Thi truong Viet Nam，ベトナム市況分析予報株式会社）(2010)．Bao Cao 

thuong nien Nganh hang lua gao Viet Nam va The gioi 2009 - Trien vong 2010（2009 年度のベトナムおよび世界のコメおよび

次年度の展望に関する年次報告） 

CCPDTV(2014)．Bao Cao Nganh lua gao Viet Nam 2013 - Trien vong 2014（2013 年度のベトナムのコメおよび次年度の

展望に関する報告） 

Nguyen Sinh Cuc (1995) Nong Nghiep Viet Nam 1945-1995（1945～1995 年のベトナム農業）. Nha Xuat Ban Thong Ke（統

計出版社）  

TCTK（Tong Cuc Thong Ke, ベトナム統計総局）(online). http://www.gso.gov.vn  2017 年３月 24 日アクセス 

TCTK(2000). So Lieu Thong Ke Nong-Lam Nghiep Thuy San 1975-2000（1975～2000 年農林水産業統計）. Nha Xuat Ban 

Thong Ke 

TCTK (2003) Ket qua tong dieu tra Nong thon, Nong Nghiep va Thuy San 2001（2001 年農村・農業・水産業センサス）. Nha 

Xuat Ban Thong Ke 

TCTK (2005). Nien Giam Thong Ke 2004（2004 年度統計年鑑）. Nha Xuat Ban Thong Ke 

TCTK(2007) Ket qua tong dieu tra Nong thon, Nong Nghiep va Thuy San nam 2006（2006 年度農村・農業・水産業センサス）. 

Nha Xuat Ban Thong Ke 

TCTK(2008) Nien Giam Thong Ke 2007（2007 年度統計年鑑）. Nha Xuat Ban Thong Ke 

TCTK(2009) Nien Giam Thong Ke 2008（2008 年度統計年鑑）. Nha Xuat Ban Thong Ke 

TCTK(2011). Ket Qua Khao Sat Muc song Dan cu nam 2010（2010 年度生活水準調査の考察）. Nha Xuat Ban Thong Ke 

TCTK(2012) Ket qua tong dieu tra Nong thon, Nong Nghiep va Thuy San nam 2011（2011 年度農村・農業・水産業センサス）. 

Nha Xuat Ban Thong Ke 

TTPNN（Trung tam Thong tin Phat trien Nong nghiep - Nong thon，農業農村開発情報センター） (2008) Bao Cao thuong 

nien Nganh hang lua gao Viet Nam 2007 va Trien vong 2008（2007 年度のベトナム稲作部門及び次年度の展望に関する年次

報告） 

TTPNN (2009) Bao Cao thuong nien Nganh hang lua gao Viet Nam 2008 va Trien vong 2009（2008 年度のベトナム稲作部門



46 

 

及び次年度の展望に関する年次報告） 

Vietnamnet (online) "Buôn gạo lỗ ngàn tỷ: Ông lớn Vinafood 2 thành 'cục nợ'"（コメ事業で何十億ドンもの損失。Vinafood 

2（南部食糧総公司）が巨額の赤字）， 

http://vietnamnet.vn/vn/kinh-doanh/dau-tu/buon-gao-lo-ngan-ty-ong-lon-vinafood-2-thanh-cuc-no-327487.html， 2017 年１月

６日アクセス 

 

ベトナム語文献（共産党・政府文書） 

BVHTTDL（Bo Van Hoa,The Thao Va Du Lich, ベトナム文化・スポーツ・観光省）．2011．Thong Tu, Quy dinh chi tiet ve 

tieu chuan, trinh tu, thu tuc, ho so cong nhan Danh hieu “Gia dinh van hoa”;“Thon van hoa”,“Lang van hoa”, Ap van hoa”,

“Ban van hoa”,“To dan pho van hoa”va tuong duong（「文化家族」「文化村」「文化居住区」及びそれらに相当するもの

の名称及び公認に対する基準・順序・手続き・記録書類の詳細についての決定に関する通知），2011 年 10 月 10 日公布 

CPVN（Chinh Phu Viet Nam, ベトナム政府）So:9/2000/NQ-CP, Nghi quyet cua Chinh phu ve mot so chu truong va chinh sach 

ve chuyen dich co cau kinh te va tieu thu san pham nong nghiep（農業経済構造の転換及び農産品の販売に関するいくつかの

方針及び政策に関する政府議決９号）. 2000 年 6 月 15 日公布 

CPVN(2001). So:46/2001/QD-TTg, Quyet Dinh cua Thu tuong Chinh phu ve quan ly xuat khau, nhap khau hang hoa thoi ky 

2001 – 2005（2001～2005 年における物品の輸出入管理に関する第 46 号政府首相決定）．2001 年４月４日公布 

CPVN(2008). So:391/2008/QD-TTg, Quyet Dinh cua Thu tuong Chinh phu ve ra soat, kiem tra thuc trang viec quan ly quy 

hoach, ke hoach va su dung dat 5 nam 2006 - 2010 tren dia ban ca nuoc, trong do ra soat, kiem tra thuc trang cong tac quan ly 

quy hoach, ke hoach, su dung dat nong nghiep 5 nam 2006 - 2010 noi chung va dat trong lua nuoc noi rieng（2006～2010 年５ヶ

年間の全国の土地の企画・計画・使用の管理の実態への検査事業における農用地，特に水田の管理業務への検査に関す

る第 391 号政府首相決定）. 2008 年 4 月 18 日公布 

CPVN(2009a). So: 491/2008/QD-TTg, Quyet Dinh cua Thu tuong Chinh phu ve viev Ban hanh Bo Tieu Chi Quoc Gia ve Nong 

Thon Moi（新農村に関する国家の認定基準の施行に関する政府首相決定 491 号）, 2009 年 4 月 16 日公布 

CPVN(2009b). So:176/TB-VPCP, Thong Bao y kien ket luan cua Thu tuong Chinh phu tai cuoc hop thuong truc Chinh phu ve 

hoat dong san xuat, kinh doanh luong thuc（食糧の生産経営活動に関する政府定例会議における政府首相の結論に関する

第 176 号通達）．2009 年６月 15 日公布 

CPVN(2009c) So:63/2009/NQ-CP, Nghi quyet cua Chinh phu ve dam bao an ninh luong thuc quoc gia（国家食糧安全保障に

関する政府議決 63 号）. 2009 年 12 月 23 日公布 

CPVN(2010a)．So: 800/QD-TTg, Quyet Dinh cua Thu tuong Chinh phu Phe duyet Chuong trinh muc tieu Quoc gia ve xay dung 

nong thon moi giai đoan 2010 – 2020（2010～2020 年段階における新農村建設に関する国家目標プログラムの承認に関す

る政府首相決定 800 号）．2010 年 6 月４日公布 

CPVN(2010b) . So: 109/2010/ND-CP, Nghi Dinh cua Chinh Phu ve kinh doanh xuat khao gao（コメ輸出事業に関する政府議

定 109 号）. 2010 年 11 月 4 日公布 

CPVN(2013) So: 62/2013/QD-TTg, Quyet dinh cua Thu tuong Chinh phu ve chinh sach khuyen khich phat trien hop tac,lien ket 

san xuat gan voi tieu thu nong san, xay dung canh dong lon（大規模農業経営と農産物販売との連携の奨励に関する首相決定

第 62 号），2013 年 10 月 25 日公布 

CPVN(2016) Số:58/2016/QĐTTg, Quyet Dinh cua Thu tuong Chinh phu VỀ TIÊU CHÍ PHÂN LOẠI DOANH NGHIỆP NHÀ 



47 

 

NƯỚC, DOANH NGHIỆP CÓ VỐN NHÀ NƯỚC VÀ DANH MỤC DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC THỰC HIỆN SẮP XẾP GIAI 

ĐOẠN 2016-2020（2016～2020 年段階における国営事業の事業分類基準，株式化と目録に関する首相決定 58 号），2016

年 12 月 28 日公布 

DCSVN（Dang Cong San Viet Nam, ベトナム共産党）(1981) So: 100/ CT/TW, Chi thi cua Ban Bi thu Trung uog Dang ve cai 

tien cong tac khoan, mo rong “khoan san pham den nhom va nguoi lao dong” trong Hop tac xa nong nghiep（農業合作社におけ

る請負活動の改善及び労働グループと労働者に対する生産物請負拡大に関する党中央書記局 100 号指示）. 1981 年 1 月

13 日公布 

DCSVN(1988) So:10/ NQ/TW, Nghi quyet cua Bo Chinh tri ve doi moi quan ly kinh te nong nghiep（農業経済管理におけるド

イモイに関する共産党政治局 10 号議決）. 1988 年 4 月 5 日公布 

QHVN（Quoc Hoi Viet Nam, ベトナム国会）(1993) .Luat Dat Dai nam 1993（1993 年土地法）. 1993 年 7 月 14 日可決 

QHVN(2003) .Luat Dat Dai nam 2003（2003 年土地法）. 2003 年 11 月 26 日可決 


